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序     文 
 

フィリピン共和国では妊産婦死亡と乳幼児死亡を減少させるための取り組みが長年実施され

てきています。しかし、2000年に国連で採択されフィリピン共和国を含む189カ国が署名してい

るミレニアム宣言において設定されたミレニアム開発目標（MDG）のうち目標4（子どもの死亡

率の減少）と目標5（妊産婦の健康の改善）の達成も危ぶまれる状況にあります。 
このような状況の下、JICAはコーディレラ地域において、「ベンゲット州地域保健システム強

化プロジェクト」（2006～2011年）、「母子保健プロジェクト」（2006～2010年、ビリラン州・イフ

ガオ州）の二つの技術協力を実施してきました。本プロジェクトは、上記二つの技術協力プロジ

ェクトの成果や教訓を生かしつつ、コーディレラ地域において現行の国家保健政策に沿って保健

システムを強化し、母子保健サービスを効率的・効果的に提供できる枠組みの整備を目標として、

2012年2月から5年間の予定で実施されています。 
プロジェクト実施機関の中間点に差し掛かり、活動の進捗状況、成果の達成状況・見込みを確

認するとともに、持続可能な発展の可能性を考慮に入れたプロジェクトの方向性、実施方法を検

討することを目的として、中間評価レビューを20014年6月16日から7月2日まで実施しました。本

報告書はその調査結果を取りまとめたものです。 
本調査の実施にあたりご協力を賜りました保健省、アブラ、アパヤオ、ベンゲット州政府関係

者並びに保健分野援助機関担当者各位ほか、関係者の皆様に対して深い謝意を表しますとともに、

プロジェクトの効果発現に向けて、より一層のご協力をお願いする次第です。 
 

平成26年7月 
 

独立行政法人国際協力機構 
フィリピン事務所長 丹羽 憲昭 
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ブラ州カヤパ助産所 2014 年 6 月 25 日） 

コミュニティヘルスチームへの聞き取り（アブ

ラ州ランギラング保健所 2014 年 6 月 25 日） 

地域統一プロジェクト運営委員会（RUPMC）で

の中間レビュー結果の協議（バギオ・コーディ

レラ地域保健局 2014 年 6 月 30 日） 

合同調整委員会でのミニッツ署名・交換（マニ

ラ・JICA 事務所 2014 年 7 月 2 日） 
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CHT Community Health Team コミュニティヘルスチーム 

CHTF Common Health Trust Fund 共同保健信託基金 

EC Executive Committee 州運営委員会 

FHSIS Field Health Service Information System 保健情報システム 

HFEP Health Facility Enhancement Program 保健医療施設強化プログラム 

ILHZ Inter-Local Health Zone 自治体間保健ゾーン 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

LTO License to Operate 分娩施設免許 

MCP Maternal Care Package 母子保健ケアパッケージ 

MNCHN Maternal, Neonatal and Child Health and 
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保健省母子保健政策 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリッ
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プロジェクトに関連する基礎情報 
 
１．予算年度 

JICA の予算年度： 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日まで 
フィリピン政府の予算年度：1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

 
２．プロジェクトの年次 

1 年次：2012 年 2 月～2013 年 3 月 
2 年次：2013 年 4 月～2014 年 3 月 
3 年次：2014 年 4 月～2015 年 3 月 
4 年次：2015 年 4 月～2016 年 3 月 
5 年次：2016 年 4 月～2017 年 2 月 

 
３．換算レート 

1 円＝0.43 フィリピンペソ（2014 年 6 月現在） 
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調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：フィリピン共和国 案件名：コーディレラ地域保健システム強化プロジェク

ト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：フィリピン事務所 協力金額：5 億 2,900 万円（JICA 予算ベース） 

協力期間：2012 年 2 月～2017 年 2
月（5 年間） 

先方関係機関：フィリピン保健省（DOH）、コーディレラ

地域保健局（DOH-CARO） 

日本側協力機関：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）においては、2006 年の妊産婦死亡率は出

生十万当たり 162 となっており、1998 年の国家人口保健調査（National Demographic and Health 
Survey：NDHS）の 172 と比較して若干減少しているものの、今後減少が大幅に加速されない

かぎり 2015 年までのミレニアム開発目標（MDG）の達成（出生十万当たり 52）は困難である

との見解が支配的である。一方、5 歳未満児死亡率は過去 15 年の間に出生千当たり 55（1998
～1992 年）から 34（2003～2007 年）へと、また乳児死亡率は同 34 から 25 へと減少傾向が認

められ（NDHS：2008）、保健省では今後、新生児の死亡を抑えることで、MDG 目標である 5
歳未満児死亡率 21 が達成可能であるとみている。こうしたなかで保健省は、母子保健プログ

ラムを最優先課題として、分娩ケアの質向上に焦点を絞った意欲的な母子保健政策（MNCHN
政策＝Maternal, Neonatal and Child Health and Nutrition：AO 0029, series of 2008）を発表し、活

動の強化を図っている。 
フィリピン北部のルソン島に位置するコーディレラ地域は、言語と文化の異なる先住民族が

全住民の 70％を占めており、これら先住民族の人々は山岳部に居住することから地理的にも孤

立しており、保健サービスへのアクセスが悪い。貧困層の割合も全国平均より高く、同地域の

アブラ州及びアパヤオ州は全国の最貧困 10 州のなかに位置づけられている。こうしたことか

ら、保健省は同地域を「地理的に孤立した不利な地域」（Geographically Isolated and Disadvantaged 
Areas：GIDA）と位置づけ、保健プログラムの優先実施地域としている。コーディレラ地域で

は、①保健人材の絶対数の不足に加え、保健人材への訓練が不足している、②多くの保健医療

施設において適切な保健サービスの提供に最低限必要な機材が未整備である、③医薬品が不足

している、④リファラルシステムが効果的・効率的に機能していない、⑤適切な保健サービス

の提供に必要とされる十分な保健予算が確保できていない、といったサービス提供側の問題が

ある一方で、サービスの受け手側においても、多くの住民が①文化的理由から適切な医療にア

クセスしない、②施設利用料や医薬品のコストが負担できない、③保健サービスに関する知識

がない、といった問題も並存し、プログラムの効果的実施が難しい状態にある。 
このような状況の下、JICA はコーディレラ地域において、「ベンゲット州地域保健システム

強化プロジェクト」（2006～2011 年）、「母子保健プロジェクト」（2006～2010 年、ビリラン州・

イフガオ州）の二つの技術協力を実施してきた。本プロジェクトは、上記二つの技術協力プロ

ジェクトの成果や教訓を生かしつつ、コーディレラ地域において現行の国家保健政策
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（Kalusugan Pangkalahatan：KP）に沿って保健システムを強化し、母子保健サービスを効率的・

効果的に提供できる枠組みの整備を目標としている。 
 
１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
コーディレラ地域における人々、特に女性と子どもの健康状態が改善する。 

 
（2）プロジェクト目標 

コーディレラ地域において、母子保健サービスが効果的・効率的に提供されるための保

健システムが強化される。 
 
（3）アウトプット 

1）プロジェクト対象サイトの保健のガバナンスと財政が、自治体間保健ゾーン

（Inter-Local Health Zone：ILHZ）の機能を通じて強化される〔対象地域：アブラ州の 2
ゾーン（6 町）とアパヤオ州全域の 4 ゾーン〕。 

2）プロジェクト対象サイトの母子保健サービス提供の枠組みが強化される〔対象地域：

アブラ州の 2 ゾーン（6 町）、アパヤオ州全域の 4 ゾーン、ベンゲット州全域の 4 ゾーン〕。

3）プロジェクト対象サイトの病院と保健所、助産所が保健省から基礎的緊急産科・新生

児ケア（Basic Emergency Obstetric and Newborn Care：BEmONC）サービスが提供できる

施設として認定される一方、保健所・助産所はフィリピン健康保険公社により母子保健

ケアパッケージ（Maternal Care Package：MCP）施設であると認証される〔対象地域：

アブラ州の 2 ゾーン（6 町）、アパヤオ州全域の 4 ゾーン、ベンゲット州全域の 4 ゾーン〕。

4）プロジェクトの教訓と活動に係る普及活動がコーディレラ地域内及び国内に向けて行

われる。 
 
（4）投入（評価時点） 

＜日本側＞ 
専門家派遣： 合計 88.62MM（1 年次・2 年次の実績と 3 年次計画分を含む） 
ローカルコスト負担：約 6,700 万円（1 年次・2 年次の実績と 3 年次計画分を含む） 
研修員受入れ： 7 名 
供与機材： 約 3,200 万円 

＜フィリピン側＞ 
カウンターパート配置： 約 60 名 
プロジェクト事務所、光熱費、会議スペースなど 
ローカルコスト負担：5 億 4,466 万フィリピンペソ（1 年次・2 年次の実績） 

２．評価調査団の概要 

調査団： 担当分野 氏 名 所 属 

＜日本側＞ 

団長/総括 森田 隆博 JICA フィリピン事務所 次長 
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技術参与 花田 恭  

評価計画 大井 綾子 JICA 人間開発部 保健第三課 

評価計画 伊月 温子 JICA フィリピン事務所 

評価分析 金森 将吾 アイ・シー・ネット株式会社 

＜フィリピン側＞ 

 マーウィン・ベッロ フィリピン保健省 国際協力局 

調査日程： 2014 年 6 月 16 日～7 月 2 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）アウトプットの達成状況 
アウトプット 1：プロジェクト対象サイトの保健のガバナンスと財政が、自治体間保健

ゾーン（ILHZ）の機能を通じて強化される。 
- 地域保健システムに関する研修が、アブラ州の 2 ゾーンとアパヤオ州の 4 ゾーンの

ILHZ 関係者を対象に実施された。対象サイト内すべての州と町が、2014 年度予算に

ILHZ への分担金を計上し、全 6ILHZ で計画に沿って活動が実施されている。 
- 2013 年の保健予算の割合は、アブラ州が 25.6％、アパヤオ州が 15.9％と、2012 年の基

準値と比べていずれも増加した。他方、2013 年の対象地域内 13 町の保健予算割合の

中央値は 8.2％と、2012 年の基準値より若干減少した。 
- 2013 年 12 月までに、アブラ、アパヤオ州の対象サイト内の 13 町すべてで、施設分娩

に関する条例や決議書が制定された（町内の一部地域のみを対象とした 1 町を含む）。

コミュニティヘルスチーム（Community Health Team：CHT）支援については、アブラ

州の 5 町が条例や命令書、決議書を制定した。 
- フィリピン健康保険公社の貧困者加入プログラムへの加入率は、国が定めた 2013 年の

加入者数の目標に対して、100％以上を維持している。フィリピン健康保険公社加入

者数と分娩への保健還付金は、増加傾向にある。 
 

アウトプット 2：プロジェクト対象サイトの母子保健サービス提供の枠組みが強化され

る。 
- コーディレラ地域版 MNCHN マニュアルが作成され、カスケード方式で対象サイトの

関係者への研修が実施された。 
- 州ごとの MNCHN リファラルガイドラインが作成され、アブラ州の 2 ゾーンとアパヤ

オ州 4 ゾーンの ILHZ で、同ガイドラインに基づいたリファラルが行われている。 
- 2013 年にコーディレラ地域全 6 州とバギオ市で、妊産婦新生児死亡症例検討会が開催

され、11 件の妊産婦死亡症例と、8 件の新生児死亡症例がレビューされた。 
- コミュニティヘルスチーム（CHT）向けフリップチャート 3,200 部とバナー400 部が作

成され、改訂版母子手帳と併せて、CHT 集会で配布された。プロジェクト対象各州の

MNCHN 啓発メッセージソングの CD が作成され、1,000 枚が配布された。 
- 2013 年 12 月までに、44 バランガイが「MNCHN 保健医療緊急時対応計画」を策定し、

バランガイの「災害時リスク軽減マネジメント計画」に組み込んだ。 
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アウトプット 3：プロジェクト対象サイトの病院と保健所、助産所が保健省から基礎的

緊急産科・新生児ケア（BEmONC）サービスが提供できる施設として認定される一方、保

健所・助産所はフィリピン健康保険公社により母子保健ケアパッケージ（MCP）施設であ

ると認証される。 
- 2014 年 3 月までに医療従事者 129 名（目標数の 99％）が BEmONC 研修を、124 名（目

標数の 135％）が助産師版 BEmONC 研修を受講した。 
- 2014 年 6 月までに、プロジェクト対象施設となる全 14 病院と全 19 保健所が BEmONC

認証を取得した。助産所については、これまでに BEmONC 認証を取得した施設はな

い。 
- 2014 年 6 月現在、全 15 病院が健康保険指定医療機関としての指定を維持し、19 保健

所（100％）と 14 助産所（23％）が MCP 認証を取得している。 
アウトプット 4：プロジェクトの教訓と活動に係る普及活動がコーディレラ地域内及び

国内に向けて行われる。 
- プロジェクトのファクトシートが 1 回、ニュースレターが 4 回、プレスリリースが 3

回発行された。プロジェクトの取り組みが新聞記事として 39 回掲載された。 
- 2013 年にプロジェクト展開計画（Project Expansion Plan）がコーディレラ地域保健局

によって策定され、現在、実施されている。 
- プロジェクト対象地域内外の関係者が集まる機会を利用して、これまでに、プロジェ

クトの教訓や優良事例を紹介するプレゼンテーションが 11 回実施された。その他、

プロジェクトのホームページで情報を共有し、定期的に情報を更新している。 
 
（2）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：コーディレラ地域において、母子保健サービスが効果的・効率的に

提供されるための保健システムが強化される。 

指 標 2011 年 2012 年 2013 年 
2017 年

（目標値）

＜プロジェクト対象サイト（アブラ州 6 町、アパヤオ州全域、ベンゲット州全域）の指標＞

1）施設分娩率（85％以上の出産が施設分娩に

より行われる） 
- 79％ 

（基準値）

86％ 85％ 

2）産前ケア受診率（妊婦の 80％以上が少なく

とも 4 回の産前ケアを受ける） 
- 63％ 

（基準値）

74％ 80％ 

3）産後ケア受診率（褥婦の 90％以上が少なく

とも 2 回の産後ケアを受ける） 
- 90％ 

（基準値）

96％ 90％ 

＜コーディレラ地域全体の指標＞ 
4）機能している自治体間保健ゾーン（ILHZ）
の数 

7 
（基準値）

11 12 （設定

なし）

5）妊産婦新生児死亡症例検討を実施している

自治体数 
0 

（基準値）

0 全 6 州 1 市

（100％） 
全 6 州 1

市 
6）緊急産科新生児ケア（BEmONC）認証施設

数 
0 

（基準値）

0 32 150 
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7）フィリピン健康保険公社・妊産婦ケアパッ

ケージ（MCP）認証施設数 
12 

（基準値）

23 53 114 

 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
本プロジェクトは、ミレニアム開発目標（MDG）のなかの重要な指標である妊産婦死亡

率と乳児死亡率の改善をめざしており、フィリピンの保健分野での最重要課題の解決とい

うニーズに対応するものであると同時に、全国民への公平なサービス供給といった重要課

題の解決に資するものである。プロジェクトの枠組みと内容は、フィリピン国家保健政策

（KP）と MNCHN 政策との整合性が高い。さらに、本プロジェクトの内容は、日本政府

の「対フィリピン共和国 国別援助方針」、JICA のポジションペーパー「JICA の保健分野

の協力－現在と未来－」の枠組みに合致するものである。コーディレラ地域は、保健省が

「地理的に孤立した不利な地域」（GIDA）として定義しており、本プロジェクトが支援対

象としたのは妥当だったといえる。コーディレラ地域の中で、プロジェクト対象サイトと

してアブラ、アパヤオ、ベンゲットの 3 州を選定したことについては、同地域の貧困度合

いや過去の同地域での JICA の支援経験を活用する観点から、適切だったといえる。 
 
（2）有効性 

プロジェクト目標の達成度を示す七つの指標は、2011 年もしくは 2012 年の基準値と比

べ、すべての指標で向上がみられる。 
指 標 達成状況の分析 

＜プロジェクト対象サイト（アブラ州 6 町、アパヤオ州全域、ベンゲット州全域）の指標＞

1）施設分娩率（85％以上の出産が施設分

娩により行われる） 
プロジェクト対象サイト全体では、既に目標値

を達成。州別の指標では、アブラ州（対象 6 町）

とアパヤオ州で目標値を達成。 
2）産前ケア受診率（妊婦の 80％以上が少

なくとも 4 回の産前ケアを受ける） 
アブラ州（対象 6 町）で既に目標値を達成。他

の州でも改善がみられる。 
3）産後ケア受診率（褥婦の 90％以上が少

なくとも 2 回の産後ケアを受ける） 
すべての州で、既に目標値を達成。 

＜コーディレラ地域全体の指標＞ 
4）機能している自治体間保健ゾーン

（ILHZ）の数 
順調に増加している。 

5）妊産婦新生児死亡症例検討を実施して

いる自治体数 
2013 年にすべての自治体で実施。 

6）緊急産科新生児ケア（BEmONC）認証

施設数 
順調に増加している。 

7）フィリピン健康保険公社・妊産婦ケア

パッケージ（MCP）認証施設数 
順調に増加している。 

これらの分析から、プロジェクト目標は順調に達成されつつあり、現段階での達成度は

十分な水準といえる。プロジェクト目標の達成に貢献した要因は以下のとおり。 
- 自治体による金銭的なインセンティブ供与による施設分娩の促進。 
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- 自宅出産に罰金を科す自治体の条例の適用による施設分娩の促進。 
- コーディレラ地域保健局や自治体から金銭的なインセンティブ供与による、CHT のボ

ランティアスタッフのパフォーマンスの改善。 
- フィリピン政府が実施する保健医療施設強化プログラム（Health Facility Enhancement 

Program：HFEP）による、プロジェクト対象施設の改修と機材の供与。 
これまでのところ、プロジェクト目標の達成を大きく阻害する要因は見受けられなかっ

た。 
 
（3）効率性 

アウトプットについては、ほとんどの指標が向上しているか、もしくは十分な水準を達

成しており、現段階のアウトプット産出状況は適切な水準といえる。これまでのところ、

専門家派遣や機材供与、本邦研修実施といった日本側の投入は、適切にタイミングよく行

われ、活動はほぼ計画どおりに実施されている。カウンターパートの配置は、プロジェク

トの活動を実施するうえで適切に行われたが、保健省が現在進めている組織の合理化政策

による人事異動の影響が、今後のプロジェクト実施に際してやや懸念される。カウンター

パートは、プロジェクトの活動に十分に参加しており、JICA 専門家とカウンターパートの

間のコミュニケーション、意思決定プロセスともに、これまでのところおおむね適正だっ

た。プロジェクトの効率性に影響を及ぼした要因は以下のとおり。 
- 自治体長のリーダーシップ：特に、ILHZ に関連する活動については、リーダーシッ

プの取り組み姿勢が、貢献要因、阻害要因のいずれともなった。 
- HFEP による調達：HFEP がプロジェクトの投入と補完的に行われ、貢献要因となった

一方で、一部で調達の遅れが生じ、効率性への阻害要因ともなった。 
- フィリピン健康保険公社の制度変更：健康保険加入料の増額により、自治体が加入料

を負担することができる貧困者の人数が減った。 
 
（4）インパクト 

本プロジェクトの上位目標の指標のなかで、施設分娩率については、2010 年から順調に

改善されている。他方で、妊産婦死亡率と乳児死亡率については、ここ数年にかけて変化

はみられるものの、今のところ、評価できるレベルの大きな変化とはいえない。プロジェ

クトのこれらの指標への貢献度について議論することも時期尚早といえる。しかしなが

ら、①プロジェクトが採用しているアプローチは、すべて国際的に母子保健指標を改善す

るものとして認められていること、②妊産婦死亡や乳児死亡を減らすうえで重要な施設分

娩率については改善傾向がみられること－から、プロジェクトが順調に進捗すれば、将来

的に上位目標を達成することができる可能性が高い。これまでのところ、上位目標の達成

を阻害する可能性がある要因は確認されていない。その他、プロジェクトの実施による特

筆すべき波及効果は見受けられなかった。 
 
（5）持続性 

プロジェクトの持続性についての現段階での評価は以下のとおり。 
制度面：プロジェクトの支援により、プロジェクトの効果を確保するための制度面の
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持続性が整備されつつある。 
組織面と財政面：コーディレラ地域保健局と自治体の組織構造、人員配置、予算措置

ともに、プロジェクトの活動を持続するうえで必要な水準をおおむね満たしている

が、人員配置については、今後、保健省の合理化政策による影響を最低限に抑える対

策を講じることが重要といえる。プロジェクトの活動実施に際して、各自治体が既に

多くの費用を負担し、高いオーナーシップを示している。 
技術面：プロジェクトの活動のなかに、カウンターパートにとって著しく習得が困難

な技術などは含まれておらず、プロジェクトの活動を継続するうえでの技術面での障

壁については見受けられない。 
プロジェクトの取り組みをコーディレラ地域内のプロジェクト対象サイト以外にも展

開するためには、プロジェクト展開計画がコーディレラ地域保健局によって適切に実施さ

れる必要がある。同計画に含まれる活動は、保健局の 2014 年度と 2015 年度の予算に既に

組み込まれており、今後、それらが実施されることが期待される一方で、保健局のなかで

同計画の実施とモニタリングを担う人員の配置については懸念される。他方、プロジェク

トの取り組みをコーディレラ地域以外に展開するには、好事例を広く共有することに加

え、プロジェクトが作成した有用なツールの共有を、保健省の関連プログラムの関係者と

協議しながら進めていくことが求められる。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
プロジェクトで計画された活動はすべて、フィリピン政府の既存の取り組みを強化する

ものであり、コーディレラ地域保健局や自治体の日常業務に組み込む意味合いが強かっ

た。こうしたことは、カウンターパートの活動への参加度合いやオーナーシップを高める

うえで貢献要因となった。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

州レベルでの活動については、各州にプロジェクトコーディネーターを配置して連絡調

整や活動準備の効率化を図ることにより、円滑に進められた。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 
特筆すべき問題点は、これまでのところ確認されていない。 

 
（2）実施プロセスに関すること 

特筆すべき問題点は、これまでのところ確認されていない。 
 

３－５ 結 論 

5 項目評価による分析結果から、2014 年 6 月の中間レビュー実施段階でのプロジェクトの達

成度は高いと判断される。現段階での妥当性、有効性、効率性については、いずれも高い。プ

ロジェクトの枠組みや対象サイトの選定は、フィリピンのニーズや政策、日本の援助方針と照
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らし合わせて妥当といえる。現在のプロジェクト目標の達成状況は非常に高く、これまでの投

入と活動は適切であり、アウトプットが効率的に産出された。プロジェクトのインパクトにつ

いては、高い水準が予測される。プロジェクト後半期間も現在の水準で活動が継続され、対象

サイト外への活動の展開が適切に進められれば、上位目標は将来的に達成が期待される。プロ

ジェクトの持続性については、高い水準が期待される。現在までに制度面、組織面、財政面、

技術面で、プロジェクトの活動を持続させるために必要な土台がコーディレラ地域保健局と自

治体レベルで形成されている。プロジェクトの取り組みのコーディレラ地域内他州への展開は

既に開始されており、地域外への展開については、プロジェクト後半期間に実現に向けた取り

組みが期待される。 
 
３－６ 提 言 

（1）プロジェクトマネジメントと実施体制 
1）プロジェクト関係者は、プロジェクト後半期間もこれまでの取り組み姿勢を維持し、

プロジェクト終了時までにプロジェクト目標を達成し、かつ持続性を確保するために最

善を尽くすことが期待される。こうした目標を達成するために、JICA 専門家とコーディ

レラ地域保健局のカウンターパートは、さらに円滑なコミュニケーションを図ることが

求められる。 
2）コーディレラ地域保健局は、保健省の合理化政策による人員削減及び人事異動がプロ

ジェクト実施に及ぼす影響を最低限に抑える対策を講じることが期待される。 
 
（2）活動実施とコーディレラ地域内での展開 

1）コーディレラ地域保健局は、今後、プロジェクト展開計画に基づいて、プロジェクト

対象州外での活動の展開を促進し、適切に実施をモニタリングすることが求められる。

プロジェクト展開計画を実施するうえでの JICA 専門家の具体的な役割については、専

門家とカウンターパートの間で公式に話し合い、明確にする必要がある。 
2）プロジェクトは、健康保険加入をとりまくさまざまな問題（貧困層の妊婦を特定する

プロセス、プログラムに関する情報提供のプロセス、自治体での加入手続き）について

の調査実施を支援することが求められる。調査の結果については、フィリピン健康保険

公社への政策提案として取りまとめられることが望ましい。 
3）プロジェクトは、ILHZ の持続性を確保するため、これまでの経験から得られた ILHZ
設置の利点や関連する好事例を取りまとめ、自治体長が ILHZ 支援に対して前向きに取

り組むように働きかけることが求められる。ただし、自治体間連携を促進する仕組みと

して ILHZ が必ずしも最適解とはならない地域もあることから、ILHZ 設置については全

自治体に必須とせず、必要性・適切性が認められる地域を中心に設置を推進する姿勢が

望ましい。 
4）コーディレラ地域保健局は、既に BEmONC 認証の申請書を提出した施設の認証手続

きを可能な限り促進し、保健省の HFEP による調達の遅れについても対処することが求

められる。他方、保健省に対しては、分娩施設免許（License to Operate：LTO）、BEmONC、
MCP といった異なる認定制度を整理し、現場の混乱を減らす方策を検討するように働き

かけることが期待される。 
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（3）データ収集と指標のモニタリング 
1）プロジェクトは、プロジェクト目標の三つの母子保健指標について、プロジェクトが

採用する国際的に認められている定義に基づいて、データ収集方法と計算方法の研修を

カウンターパートに対して実施することが推奨される。さらに、保健省やドナー関係者

に対して、プロジェクトが採用する指標の定義の有用性を伝え、制度化の可能性を検討

するように働きかけることが期待される。 
2）今後、助産所（Barangay Health Station：BHS）の BEmONC 認証が進むことにより、

自宅出産を減らして BHS での分娩をさらに増やすことが可能と予想される。プロジェ

クトは、今後、BHS での分娩に関する指標を継続的にモニタリングし、必要に応じて自

治体に対して助言を与える役割を果たすことが求められる。 
 
（4）プロジェクトの取り組みの全国展開 

プロジェクトの取り組みを全国に広めるために、コーディレラ地域保健局は、プロジェ

クトが実施を予定している成果共有セミナー以外にも、保健省のそれぞれの関連プログラ

ムと協議し、プロジェクトの好事例やツールを積極的に共有することが期待される。こう

したプロジェクトの取り組みを全国に広める際には、保健省に配属されている JICA 個別

専門家と JICA フィリピン事務所と連携を図りながら進めることが望ましい。JICA の他国

の技プロの好事例があれば、参考にすることが推奨される。 
 
３－７ 教 訓 

プロジェクト後半期間に、全国にプロジェクトの取り組みを広める活動が実施される予定だ

が、技プロの対象地域での活動を全国に広げる有効的な方法については、JICA の他の技プロの

経験などを参考に、有効な方法を検討する必要がある。今後、類似の技プロが参考にできるよ

うに、特定の地域を対象とした取り組みを全国レベルに広げるためのノウハウが、JICA 内で蓄

積されることが望まれる。他方で、プロジェクトの計画段階から、中央の関係者と連携して実

施する活動を取り入れるなど、初めから全国への展開をめざしたプロジェクトデザインや実施

体制とするのも一つの方法といえる。 
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

2012 年 2 月に 5 年間の予定で開始されたコーディレラ地域保健システム強化プロジェクトは、

2014 年 6 月現在、2 年 4 カ月が経過した。本調査団は、プロジェクト協力期間の中間地点を迎え

て、これまでの活動と成果の実績を確認し、今後の活動の方向性について関係者の合意形成を図

るため、以下の方針をもって中間レビューを実施した。 
- プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）、活動計画（PO）に

基づき、プロジェクトの投入実績、活動実績、目的・成果達成状況、発現効果などを調査・

確認し、課題等を整理する。 
- 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から、プロジェクトチ

ーム、相手国側関係者とともにプロジェクトの中間レビューを実施する。 
- 上記評価結果を基に、今後の活動内容について協議し、今後の PO 及び、必要に応じて PDM

を確認する。 
- プロジェクト目標・上位目標の達成に向けた課題、対応策、提言等を含め、合同評価報告書

案（英文）を作成し、カウンターパート機関と協議し合意をめざす。 
- 上記の協議結果を協議議事録及び中間レビュー報告書として取りまとめる。 

 
１－２ 調査団の構成 

担当分野 氏 名 所 属 
＜日本側＞ 
団長/総括 森田 隆博 JICA フィリピン事務所 次長 
技術参与 花田 恭  
評価計画 大井 綾子 JICA 人間開発部 保健第三課 
評価計画 伊月 温子 JICA フィリピン事務所 
評価分析 金森 将吾 アイ・シー・ネット株式会社 
＜フィリピン側＞ 
 マーウィン・ベッロ フィリピン保健省 国際協力局 

 

１－３ 調査日程 

レビュー調査の日程は以下のとおり。 
日順 月 日 活 動 

1 6 月 16 日 月 ・ 保健省との面談 

2 6 月 17 日 火 
・ 国連人口基金との面談 
・ プロジェクト専門家との面談 

3 6 月 18 日 水 

・ プロジェクト専門家との面談 
・ プロジェクトカウンターパート（保健省コーディレラ地域局）との

面談 
・ フィリピン健康保険公社コーディレラ地域局との面談 
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4 6 月 19 日 木 

・ ベンゲット州知事への表敬訪問 
・ プロジェクトカウンターパート（ベンゲット州保健局、ベンゲット

州保健局保健省職員）との面談 
・ ベンゲット総合病院の視察 
・ フィリピン健康保険公社ベンゲット州オフィスとの面談 

5 6 月 20 日 金 
・ Mankayan 市長への表敬訪問 
・ Mankayan RHU、Guinaoang BHS、Abatan Emergency Hospital、Atok 

District Hospital の視察 
6 6 月 21 日 土 ・ 評価報告書案準備 

7 6 月 22 日 日 
・ 評価報告書案準備 
・ プロジェクトカウンターパート（アパヤオ州保健局）との面談 

8 6 月 23 日 月 

・ アパヤオ州知事への表敬訪問 
・ Mataguisi BHS、Sta.Marcela RHU、Sta.Marcela Medicare Community 

Hospital、Far North Luzon General Hospital の視察 
・ プロジェクトカウンターパート（アパヤオ州保健局保健省職員）と

の面談 

9 6 月 24 日 火 
・ Tangalagan BHS の視察 
・ 団内打合せ 

10 6 月 25 日 水 

・ アブラ州副知事表敬訪問 
・ プロジェクトカウンターパート（アブラ州保健局、アブラ州保健局

保健省職員）との面談 
・ フィリピン健康保険公社アブラ州オフィスとの面談 
・ Cayapa BHS、Lagangilang RHU、Dolores Medicare Community Hospital、

Abra Provincial Hospital の視察 
・ Dolasan ILHZ 事務局との面談 

11 6 月 26 日 木 
・ 団内打合せ 
・ 評価報告書案準備 

12 6 月 27 日 金 

・ プロジェクトカウンターパート（保健省コーディレラ地域局）との

面談 
・ プロジェクト専門家との面談 
・ 評価報告書案準備 

13 6 月 28 日 土 ・ 評価報告書案準備、合意文書の作成 
14 6 月 29 日 日 ・ 評価報告書案準備、合意文書の作成 

15 6 月 30 日 月 
・ 評価報告書案に関する協議 
・ 地域統合プロジェクト管理委員会 

16 7 月 1 日 火 
・ 保健省との面談 
・ USAID との面談 
・ 評価報告書案準備 

17 7 月 2 日 水 
・ JCC 会合 
・ 評価報告書合意文書の署名 

RHU：Rural Health Unit（保健所） 
USAID：United States Agency for International Development（米国国際開発庁） 
JCC：Joint Coordinating Committee（合同調整委員会） 
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第２章 プロジェクトの概要 
 
２－１ プロジェクトの基本情報 

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）においては、2006 年の妊産婦死亡率は出生

十万当たり 162 となっており、1998 年の国家人口保健調査（National Demographic and Health 
Survey：NDHS）の 172 と比較して若干減少しているものの 、今後減少が大幅に加速されないか

ぎり 2015 年までのミレニアム開発目標（MDG）の達成（出生十万当たり 52）は困難であるとの

見解が支配的である。一方、5 歳未満児死亡率は過去 15 年の間に出生千当たり 55（1998～1992
年）から 34（2003～2007 年）へと、また乳児死亡率は同 34 から 25 へと減少傾向が認められ

（NDHS：2008）、保健省では今後、新生児の死亡を抑えることで、MDG 目標である 5 歳未満児

死亡率 21 が達成可能であるとみている。こうしたなかで保健省は、母子保健プログラムを最優

先課題として、分娩ケアの質向上に焦点を絞った意欲的な母子保健政策（MNCHN 政策=Maternal, 
Neonatal and Child Health and Nutrition：AO 0029, series of 2008）を発表し、活動の強化を図ってい

る。 
フィリピン北部のルソン島に位置するコーディレラ地域は、言語と文化の異なる先住民族が全

住民の 70％を占めており、これら先住民族の人々は山岳部に居住することから地理的にも孤立し

ており、保健サービスへのアクセスが悪い。貧困層の割合も全国平均より高く、同地域のアブラ

州及びアパヤオ州は全国の最貧困 10 州のなかに位置づけられている。こうしたことから、保健

省は同地域を「地理的に孤立した不利な地域」（Geographically Isolated and Disadvantaged Areas：
GIDA）と位置づけ、保健プログラムの優先実施地域としている。コーディレラ地域では、①保

健人材の絶対数の不足に加え、保健人材への訓練が不足している、②多くの保健医療施設におい

て適切な保健サービスの提供に最低限必要な機材が未整備である、③医薬品が不足している、④

リファラルシステムが効果的・効率的に機能していない、⑤適切な保健サービスの提供に必要と

される十分な保健予算が確保できていない、といったサービス提供側の問題がある一方で、サー

ビスの受け手側においても、多くの住民が①文化的理由から適切な医療にアクセスしない、②施

設利用料や医薬品のコストが負担できない、③保健サービスに関する知識がない、といった問題

も並存し、プログラムの効果的実施が難しい状態にある。 
このような状況の下、JICA はコーディレラ地域において、「ベンゲット州地域保健システム強

化プロジェクト」（2006～2011 年）、「母子保健プロジェクト」（2006～2010 年、ビリラン州・イ

フガオ州）の二つの技術協力を実施してきた。本プロジェクトは、上記二つの技術協力プロジェ

クトの成果や教訓を生かしつつ、コーディレラ地域において現行の国家保健政策に沿って保健シ

ステムを強化し、母子保健サービスを効率的・効果的に提供できる枠組みの整備を目標としてい

る。 
 
２－２ プロジェクトのデザイン 

（1）上位目標 
コーディレラ地域における人々、特に女性と子どもの健康状態が改善する。 

 
（2）プロジェクト目標 

コーディレラ地域において、母子保健サービスが効果的・効率的に提供されるための保健
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システムが強化される。 
 
（3）アウトプット 

1）プロジェクト対象サイトの保健のガバナンスと財政が、自治体間保健ゾーン（ILHZ）の

機能を通じて強化される〔対象地域：アブラ州の 2 ゾーン（6 町）とアパヤオ州全域の 4
ゾーン〕。 

2）プロジェクト対象サイトの母子保健サービス提供の枠組みが強化される〔対象地域：ア

ブラ州の 2 ゾーン（6 町）、アパヤオ州全域の 4 ゾーン、ベンゲット州全域の 4 ゾーン〕。 
3）プロジェクト対象サイトの病院と保健所、助産所が保健省から基礎的緊急産科・新生児

ケア（BEmONC）サービスが提供できる施設として認定される一方、保健所・助産所はフ

ィリピン健康保険公社により母子保健ケアパッケージ（MCP）施設であると認証される〔対

象地域：アブラ州の 2 ゾーン（6 町）、アパヤオ州全域の 4 ゾーン、ベンゲット州全域の 4
ゾーン〕。 

4）プロジェクトの教訓と活動に係る普及活動がコーディレラ地域内及び国内に向けて行わ

れる。 
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第３章 中間レビュー調査の方法 
 
３－１ レビュー調査のデザイン 

本レビュー調査では、「新・JICA 事業評価ガイドライン 第 1 版」に基づいて、調査デザイン

を構築した。プロジェクトの実績と実施プロセス、5 つの評価項目について、あらかじめ評価設

問を定め、それぞれの設問に判断基準・方法と情報源・調査方法を決めて評価グリッドを作成し

た（「付属資料３．評価グリッド」を参照）。 
 

３－２ データ収集方法 

評価グリッドを基に、プロジェクトの評価に必要なデータを収集した。データ収集は以下の方

法で行った。 
- プロジェクト関連資料のレビュー 
- プロジェクト関係者への質問票によるアンケート調査 
- プロジェクト関係者への聞き取り 
- プロジェクト対象施設の視察 
現地での聞き取り調査は、2014 年 6 月 16 日～7 月 1 日の期間に実施し、JICA 専門家や保健省

や自治体の行政官、保健医療従事者、保健ボランティア、妊産婦、ドナー関係者など、104 名を

対象とした。聞き取り調査を実施したプロジェクト関係者を「付属資料４．面談者一覧」にまと

めた。 
 
３－３ 評価調査の制約・限界 

本レビュー調査では、可能な限り客観的で包括的なデータの入手に努めたが、限られた時間内

での調査と評価分析では以下のような制約があった。 
- 聞き取り調査の対象者は、プロジェクトへの関与の度合いを基に選定したが、現地調査期間

中に面会の都合がつかなかった関係者は対象外とした。 
- プロジェクトの対象施設はアブラ州、アパヤオ州、ベンゲット州の 94 カ所だが1、今回の調

査で訪問した 13 カ所の施設の状況を、対象施設全体を評価する際の判断材料として用いた。 
- 投入や活動の適正度といった価値判断に関しては、できる限り定量的な分析に基づくように

努めたが、定量データによる評価が困難な場合は、聞き取りを行った関係者の証言を可能

な限り客観的な視点から検証し、定性的な情報として評価分析に使用した。 
 

                                                        
1 プロジェクトがBEmONC認定の支援対象とする、3州の病院、保健所、助産所を含む。 
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第４章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 
４－１ プロジェクトの実績 

４－１－１ 投入実績 
プロジェクトの投入実績は以下のとおり。 

投入要素 内 容 
＜日本側＞ 
1）専門家派遣 1 年次：38.53MM（実績）、2 年次：25.19MM（実績）、

3 年次：24.90MM（計画）。 詳細は「付属資料５．投

入リスト」に記載。 
2）カウンターパートの本邦研修 合計 7 件（1 年次 4 件、2 年次 3 件）。詳細は「付属資

料５．投入リスト」に記載。 
3）ローカルコスト 合計 6,748 万 5,794 円（1 年次・2 年次実績と 3 年次計

画を含む）。詳細は「付属資料５．投入リスト」に記

載。 
4）供与機材 総額 1,481 万 5,260 ペソの機材を供与。詳細は「付属

資料１．ミニッツ（M/M）・合同評価報告書」の ANNEX 
VI：List of Equipment（Japanese Side）を参照。 

＜フィリピン側＞ 
1）カウンターパート配置 約 60 名のカウンターパートを配置。詳細は「付属資

料５．投入リスト」に記載。ただし、カウンターパー

トの明確な定義がされていないため、プロジェクト活

動の主要メンバーを記載した。 
2）施 設 コーディレラ地域保健局内に JICA 専門家の執務スペ

ース、アブラ州とアパヤオ州それぞれにプロジェクト

コーディネーターの執務スペースが手配された。 
3）ローカルコスト 1 年次・2 年次に総額 5 億 4,466 万 664 ペソを負担。

詳細は「付属資料５．投入リスト」に記載。 
 

４－１－２ アウトプットの実績 
現在までに、アウトプット 1～3 については、ほとんどの指標が向上しているか、もしくは

十分な水準を達成している。ただし、アウトプット 1 の町予算に占める保健予算割合に関する

指標に関しては、若干の減少がみられたが、これは、町予算全体額が増加したため、保健予算

割合が相対的に減少したことが原因とみられる。アウトプット 4 については、既に活動として

取り組んだ部分については十分な水準を達成しており、残りの部分については、プロジェクト

後半期間の取り組みが期待される。 
各アウトプットのそれぞれの指標の達成状況の詳細は以下のとおり。 

指 標 指標の推移・モニタリング結果 
アウトプット 1：プロジェクト対象サイトの保健のガバナンスと財政が、自治体間保健ゾー

ン（ILHZ）の機能を通じて強化される。 
〔対象地域：アブラ州の 2 ゾーン（6 町）とアパヤオ州全域の 4 ゾーン〕 
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指 標 指標の推移・モニタリング結果 
1-a.（特に ILHZ 制度を中心とした）

地域保健システムに係る研修モジュ

ールが作成され、プロジェクト対象サ

イトで研修が実施される。 

地域保健システムに関する研修モジュールが、コー

ディレラ地域保健局とベンゲット州保健局によって

作成され、2012 年 7 月までにアブラ州の 2 ゾーンと

アパヤオ州の 4 ゾーンの ILHZ 関係者を対象とした

研修が実施された。 
1-b. プロジェクト対象サイトのすべ

て の ILHZ が 共 同 保 健 信 託 基 金

（Common Health Trust Fund：CHTF）
を設置し、CHTF を活用して ILHZ 活

動を展開する。 

対象サイト内の 6ILHZ すべてが CHTF に関する

ILHZ 決議書を可決した。2014 年 6 月までに、3ILHZ
で CHTF の銀行口座が開設され、自治体からの分担

金が拠出された。他の 3ILHZ については、CHTF の

ための銀行口座の開設手続き中である。 
1-c. すべての ILHZが MNCHNに係る

ILHZ 活動計画を策定し実施する。 
対象サイト内すべての 6ILHZ で 2013 年度の活動計

画が策定され、計画に沿って活動が実施された。2014
年度計画も策定され、活動が実施されている。 

1-d. 州予算に占める保健予算の割合

が増加する。〔基準値（2012 年）：ア

ブラ州 7.7％、アパヤオ州 15.3％〕 

2013 年の保健予算の割合は、アブラ州が 25.6％、ア

パヤオ州が 15.9％と、2012 年の基準値と比べていず

れも増加した。 
1-e. 対象サイト（アブラ州・アパヤオ

州 13 町）において、町予算に占める

保健予算割合（13 町の中央値）が増

加する。〔基準値（2012 年）：8.6％〕

2013 年の対象地域内 13 町の保健予算割合の中央値

は 8.2％と、2012 年の基準値より若干減少した。 

1-f. ILHZ 活動への州政府や町政府か

らの分担金が増加する。〔基準値（2012
年）：0 ペソ〕 

対象サイト内すべての州と町が、2014 年度予算に、

ILHZ への分担金を計上した。各 ILHZ への拠出金合

計額は以下のとおり。 
アブラ州 
- ドラサン：40 万ペソ 
- VPP：25 万ペソ 
アパヤオ州 
- カビヌリグ：40 万ペソ 
- フローラ・サンタマルセラ：20 万ペソ 
- イマンダヤ：15 万ペソ 
- ルナ・プットル：30 万ペソ 
このうち、ドラサン、フローラ・サンタマルセラ、

ルナ・プットル ILHZ については、CHTF のための

銀行口座が開設され、各自治体から分担金の拠出が

開始された。ただし、予算額どおりに分担金を拠出

していない自治体もある。 
1-g. 施設分娩やコミュニティヘルス

チーム（CHT）支援を定めた法的根拠

（条例、命令書、決議書）を定めた町

の数が増加する。〔基準値（2011 年）：

施設分娩 6 町、CHT 支援 1 町〕 

2013 年 12 月までに、対象サイト内の 13 町すべてで、

施設分娩に関する条例や決議書が制定された（町内

の一部地域のみを対象とした 1 町を含む）。CHT 支

援については、アブラ州の 5 町が条例や命令書、決

議書を制定した。 
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指 標 指標の推移・モニタリング結果 
1-h. フィリピン健康保険公社の貧困

者加入プログラムへの加入率（目標者

数に対する実際の加入者数）が 100％
以上となる。〔基準値（2011 年）：ア

ブラ州 176％、アパヤオ州 167％〕 

フィリピン健康保健公社の貧困者加入プログラムへ

の加入率は、国が定めた 2013 年の加入者数の目標に

対して、アブラ州が 163％、アパヤオ州が 165％と、

100％以上を維持している。 

1-i. フィリピン健康保険公社（全プロ

グラム）加入者数（被扶養者を含まず）

が増加する。〔基準値（2011 年）：ア

ブラ州 1 万 6,366 人、アパヤオ州 2 万

9,466 人〕 

2013 年 12 月の時点でのフィリピン健康保険公社加

入者数は、アブラ州 1 万 7,235 人、アパヤオ州 3 万

2,420 人と、2011 年の基準値より増加した。 

1-j. フィリピン健康保険公社からの

分娩に係る保険還付金（診療報酬）が

増加する。〔基準値（2012 年）：アブ

ラ州 1 万 9,500 ペソ、アパヤオ州 398
万 6,220 ペソ、ベンゲット州 2,476 万

4,717 ペソ、3 サイト計 2,877 万 437
ペソ〕 

2013 年の分娩へのフィリピン保険健康公社による

保険還付金は、アブラ州 10 万 5,350 ペソ、アパヤオ

州 589 万 3,866 ペソ、ベンゲット州 2,692 万 9,075 ペ

ソと、いずれの州も 2012 年の基準値から増加した。

アウトプット 2：プロジェクト対象サイトの母子保健サービス提供の枠組みが強化される。

〔対象地域：アブラ州の 2 ゾーン（6 町）、アパヤオ州全域の 4 ゾーン、ベンゲット州全域

の 4 ゾーン〕 
2-a. MNCHNマニュアルがコーディレ

ラ地域の状況に合わせて地域化され、

マニュアルの指導者研修が実施され

る。 

コーディレラ地域版 MNCHN マニュアルが 2012 年

10 月に完成し、2013 年 3 月にコーディレラ地域全 6
州とバギオ市の代表者合計 32 名を対象とした講師

研修が実施された。2013 年 5 月から 7 月にかけて、

この MNCHN マニュアルと妊産婦新生児死亡症例検

討会に関する研修が各州で実施され、州保健局や町

保健局の関係者、病院職員が参加した。プロジェク

ト対象 3 州での研修の参加者は、アブラ州 41 名、ア

パヤオ州 30 名、ベンゲット州 65 名だった。 
2-b. アブラ州・アパヤオ州において

MNCHN に係るリファラルガイドラ

インが作成され、ガイドラインに沿っ

てリファラルが行われる。 

2012 年 10 月にアブラ州とアパヤオ州それぞれで開

催されたワークショップの成果品として、州ごとの

MNCHN リファラルガイドラインが作成された。こ

れまでのところ、アブラ州の 2 ゾーンとアパヤオ州

4 ゾーンで、同ガイドラインに基づいたリファラル

が行われている。 
2-c. 妊産婦新生児死亡症例検討がプ

ロジェクト対象サイト 3 州において

実施される。 

2013 年にコーディレラ地域全 6 州とバギオ市で、妊

産婦新生児死亡症例検討会が開催され、11 件の妊産

婦死亡症例（全体 21 件の 52％）と、8 件の新生児死

亡症例（全体 301 件の 3％）がレビューされた。 
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指 標 指標の推移・モニタリング結果 
2-d. BEmONC 及び CHT に係るモニタ

リング制度が整備され、モニタリング

が行われる。 

2013 年 11 月から 12 月にかけて、アブラ州、アパヤ

オ州、ベンゲット州の関係者が集まり、BEmONC 施

設のモニタリング制度について話し合い、モニタリ

ングチーム構成や実施方法・日程など、公式な制度

とするための取極めを行った。 
CHT の活動モニタリングについては、各助産所で保

健省が作成した既存のツールを用いて継続的に実施

されている。 
2-e. コーディレラ地域の文化に配慮

した MNCHN 啓発ツールが開発され

活用される。 

CHT 向けフリップチャート 3,200 部とバナー400 部

が作成され、改訂版母子手帳と併せて、2013 年 11
月から 12 月に開催された CHT 集会で配布された。

プロジェクト対象各州の MNCHN 啓発メッセージソ

ングの CD が作成され、1,000 枚が配布された。 
2-f. 「MNCHN 保健医療緊急時対応計

画」を策定したバランガイ数が増加す

る。〔基準値（2011 年）：0 バランガイ〕

2013 年 12 月までに、44 バランガイが「MNCHN 保

健医療緊急時対応計画」を策定し、バランガイの「災

害時リスク軽減マネジメント計画」に組み込んだ。

アウトプット 3：プロジェクト対象サイトの病院と保健所、助産所が保健省から基礎的緊急

産科・新生児ケア（BEmONC）サービスが提供できる施設として認定される一方、保健所・

助産所はフィリピン健康保険公社により母子保健ケアパッケージ（MCP）施設であると認

証される。 
〔対象地域：アブラ州の 2 ゾーン（6 町）、アパヤオ州全域の 4 ゾーン、ベンゲット州全域

の 4 ゾーン〕 
3-a. BEmONC 認証を受けた施設数が

増加する。〔基準値（2011 年）：0 施設。

目標値（2016 年）：94 施設（14 病院、

19 保健所、61 助産所）〕 

2014 年 6 月までに、プロジェクト対象施設となる全

14 病院と全 19 保健所が BEmONC 認証を取得した。

助産所については、これまでに BEmONC 認証を取

得した施設はない。 
3-b. 全 15 病院が健康保険指定医療機

関としての指定を維持する。 
2014 年 6 月現在、全 15 病院が健康保険指定医療機

関としての指定を維持している。 
3-c. 19 保健所及び 61 助産所がフィリ

ピン健康保険公社の MCP 認証を取得

する。〔基準値（2011 年）：6 保健所、

0 助産所〕 

2014 年 6 月までに、19 保健所（100％）、14 助産所

（23％）が MCP 認証を取得した。 

3-d. BEmONC 研修を受けた医療従事

者数が増加する。〔基準値（2011 年）：

0 名、目標値（2014 年）：130 名〕 

2014 年 3 月までに 129 名（99％*）の医療従事者が

BEmONC 研修を受講した。 

3-e. 助産師版 BEmONC 研修を受けた

医療従事者数が増加する。〔基準値

（2011 年）：0 名、目標値（2015 年）：

92 名〕 

2014 年 3 月までに 124 名（135％**）の医療従事者

が助産師版 BEmONC 研修を受講した。 

アウトプット 4：プロジェクトの教訓と活動に係る普及活動がコーディレラ地域内及び国内

に向けて行われる。 
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指 標 指標の推移・モニタリング結果 
4-a. プロジェクトファクトシート、ニ

ュースレターが年 2 回以上発行され

る。 

これまでに、ファクトシートが 1 回、ニュースレタ

ーが 4 回、プレスリリースが 3 回発行された。プロ

ジェクトの取り組みが新聞記事として 39 回掲載さ

れた。 
4-b. コーディレラ地域全域へのプロ

ジェクト展開計画が策定され実施さ

れる。 

2013 年にプロジェクト展開計画（Project Expansion 
Plan）がコーディレラ地域保健局によって策定され、

現在、実施されている。実施状況は、「付属資料１．

ミニッツ（M/M）・合同評価報告書」の ANNEX V：

Project Expansion Plan に詳述。 
4-c. コーディレラ地域保健局やカウ

ンターパート等がプロジェクトの教

訓や優良事例を発信する。 

プロジェクト対象地域内外の関係者が集まる機会を

利用して、これまでに、プロジェクトの教訓や優良

事例を紹介するプレゼンテーションが 11 回実施さ

れた。その他、プロジェクトのホームページで情報

を共有し、定期的に情報を更新している。 
4-d. プロジェクトの優良事例や教訓

を文書化して国やコーディレラ地域

内に発信する。 

今後、実施の予定。 

4-e. プロジェクト全国セミナーを開

催しプロジェクトの教訓や優良事例

を発信する。 

プロジェクト 3 年次と 5 年次に開催予定。 

* 100％達成できないのは、医師ポストが空席の状態が続いている保健所が存在することによる。 
** 達成率が 100％を超えているのは、助産所の助産師 92 名を対象とした研修に、保健所や病院の助産師も参加したことに

よる。 

 
４－２ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：コーディレラ地域において、母子保健サービスが効果的・効率的に提供さ

れるための保健システムが強化される。 
プロジェクト目標の達成状況を示す指標は七つ設定されており、そのうちの三つはプロジェク

ト対象サイトを、残りの四つはコーディレラ地域全体を対象としている。 
七つの指標は、2011 年もしくは 2012 年の基準値と比べ、すべての指標で向上がみられる。な

かでも、産後ケア受診率に関する指標は、すべての州で既に目標値を達成しており、施設分娩率

と産前ケア受診率に関する指標についても、いくつかの州で目標値を達成している。各指標の達

成状況を以下にまとめた。 
 

＜プロジェクト対象サイトの指標＞ 

指 標 対象地域 
指標の計算

方法 3 2011 年
2012 年

（基準値）
2013 年 4 2017 年 

（目標値）
達成状況 

1）施設分娩

率（85％以上

の出産が施

設分娩によ

り行われる） 

プロジェクト

対象サイト全

体 

保健省 FHSIS 71％ 69％ 80％ - プロジェクト

対象サイト全

体では、既に目

標値を達成。州

プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 79％ 86％ 85％ 

アブラ州（対

象 6 町） 
保健省 FHSIS 28％ 16％ 60％ - 
プ ロ ジ ェ ク - 73％ 86％ 85％ 
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ト 別の指標では、

アブラ州（対象

6 町）とアパヤ

オ州で目標値

を達成。 

アパヤオ州全

域 
保健省 FHSIS 59％ 56％ 81％ - 
プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 67％ 80％ 80％ 

ベンゲット州

全域 
保健省 FHSIS 77％ 77％ 81％ - 
プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 83％ 87％ 90％ 

2）産前ケア

受診率 1（妊

婦の 80％以

上が少なく

とも 4 回の

産前ケアを

受ける） 

プロジェクト

対象サイト全

体 

保健省 FHSIS 55％ 47％ 48％ - アブラ州（対象

6 町）で既に目

標値を達成。他

の州でも改善

がみられる。 

プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 63％ 74％ 80％ 

アブラ州（対

象 6 町） 
保健省 FHSIS 38％ 43％ 41％ - 
プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 45％ 80％ 70％ 

アパヤオ州全

域 
保健省 FHSIS 38％ 38％ 47％ - 
プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 73％ 79％ 85％ 

ベンゲット州

全域 
保健省 FHSIS 63％ 50％ 49％ - 
プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 62％ 72％ 80％ 

3）産後ケア

受診率 2（褥

婦の 90％以

上が少なく

とも 2 回の

産後ケアを

受ける） 

プロジェクト

対象サイト全

体 

保健省 FHSIS 57％ 46％ 54％ - すべての州で、

既に目標値を

達成。 

プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 90％ 96％ 90％ 

アブラ州（対

象 6 町） 
保健省 FHSIS 37％ 33％ 37％ - 
プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 66％ 97％ 80％ 

アパヤオ州全

域 
保健省 FHSIS 46％ 38％ 48％ - 
プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 89％ 92％ 90％ 

ベンゲット州

全域 
保健省 FHSIS 63％ 50％ 58％ - 
プ ロ ジ ェ ク

ト 
- 93％ 97％ 95％ 

1 産前ケアを妊娠前期（第 1～12 週）に 1 回、妊娠中期（第 13～28 週）に 1 回、妊娠後期（第 29～40 週）に 2 回ずつ以上受

診した妊婦の率。 
2 産後ケアを出産後 24 時間以内に 1 回、出産後 7 日以内に 1 回ずつ以上受診した褥婦の率。 
3 プロジェクトでは、保健省の保健情報システム（Field Health Service Information System：FHSIS）と異なった計算方法を用

いて指標の数値を算出しているため、両方の計算方法による値を表に示す。指標の計算方法に関しては、後出の「４－４－

３（2）プロジェクト目標の指標モニタリング」で詳述する。 
4 太字の値は、既に 2017 年目標値を達成していることを示す。 
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＜コーディレラ地域全体の指標＞ 

指 標 
2011 年 

（基準値） 
2012 年 2013 年 

目標値 
（2017 年） 

達成状況 

4）機能している自治

体 間 保 健 ゾ ー ン

（ILHZ）の数 1 

7 11 12 （設定なし） 順調に増加し

ている。 

5）妊産婦新生児死亡

症例検討を実施して

いる自治体数 2 

0 0 全 6 州 1 市

（100％） 
全 6 州 1 市 2013 年にすべ

ての自治体で

実施。 
6）緊急産科新生児ケ

ア（BEmONC）認証

施設数 

0 0 32 
〔14 病院（9％）、

18 保健所

（36％）、0 助産

所（0％）〕 

150 
（36 病院、50 保

健所、64助産所）

順調に増加し

ている。 

7）フィリピン健康保

険公社・妊産婦ケア

パッケージ（MCP）
認証施設数 

12 
（12 保健所、

0 助産所） 

23 
（17 保健所、

6 助産所）

53 
〔41 保健所

（82％）、12 助

産所（19％）〕

114 
（50 保健所、64

助産所） 

順調に増加し

ている。 

1 次の三つの条件すべてを満たした際に、ILHZ が機能していると判断する。①ILHZ 技術委員会や理事会が定期的に開催され

ている、②ILHZ 年間活動計画（予算計画）が策定されている、③同計画に沿って ILHZ 活動が実施されている。 
2 次の三つの条件すべてを満たした際に、妊産婦新生児死亡症例検討が実施されたと判断する。①すべての死亡例について、

死亡が起こった施設もしくは居住地で報告書式に則った情報収集が実施される、②死亡例のうち選択した症例もしくは全症

例について、ILHZ もしくは州の検討委員会が症例検討を実施する、③検討結果報告書と死亡者一覧をコーディレラ地域保

健局に提出する。ただし、実施体制が整っているにもかかわらず死亡が 1 件も起こらなかった際も、指標上では死亡症例検

討が実施されたとみなす。 

 
４－３ 上位目標の達成状況 

上位目標：コーディレラ地域における人々、特に女性と子どもの健康状態が改善する。 

上位目標の達成状況を示す三つの指標の推移は以下のとおり。施設分娩率については 2010 年

の 68％から 2013 年の 82％へ改善されている。他方、妊産婦死亡率と乳児死亡率については、2010
年から 2013 年にかけて指標の変化はみられるものの、上位目標の達成状況を評価できるレベル

の大きな変化とはいえない。 

指 標 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

1）妊産婦死亡率（出生十万対） 65 62 71 66 

2）乳児死亡率（出生千対） 9 11 10 10 

3）施設分娩率 68％ 73％ 78％ 82％ 
情報源：保健省 FHSIS 

 

４－４ 実施プロセスの検証 

４－４－１ プロジェクト実施体制 
プロジェクトは、保健省次官をプロジェクトディレクター、保健省国際保健協力局長をプロ

ジェクトマネジャー、保健省関連部局の職員をテクニカルコーディネーターとして配置し、こ

れまで実施されてきた。しかしながら、実質的な活動のほとんどはコーディレラ地域内で実施
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され、保健省関係者の現場での活動へのかかわりは、これまでのところ限定的だった。 
JICA 専門家は、コーディレラ地域保健局内の執務スペースを拠点として、コーディレラ地域

保健局の局長、副局長、その他のカウンターパートと密に連絡を取りながら、日々の業務を遂

行した。州レベルでの活動については、プロジェクトによって雇用され対象 3 州それぞれに配

置されたコーディネーターが、連絡調整の役割を担った。ベンゲット州コーディネーターは

JICA 専門家の執務スペースに、アブラ州とアパヤオ州のコーディネーターは、それぞれの州に

常駐し、州レベルでのプロジェクトの活動を促進した。 
 

４－４－２ 活動の実施状況 
プロジェクトの活動は、プロジェクト開始時に策定した活動計画（PO）に基づいて実施され

た。1 年次と 2 年次の活動実績と、3 年次以降の活動計画を、「付属資料６．活動計画/実績」と

して記載した。 
プロジェクトの活動は、スケジュール調整が必要な際は計画を微修正し、ほぼ計画どおり実

施された。現場のニーズに基づいて、討議議事録（R/D）締結時に策定された PDM 第 1 版に、

①助産所を分娩施設整備対象に追加、②コーディレラ地域プロジェクト展開計画の策定、③

CHT の活動の現状分析と支援体制整備－といった活動が加えられ、2013 年 9 月に開催された

第 4 回合同調整委員会（JCC）で PDM 第 2 版として承認された。これらの変更にも適宜対応し、

計画を修正しながら、活動が実施された。 
 
４－４－３ プロジェクトの進捗モニタリング 
（1）モニタリング会合の実施状況 

プロジェクトの進捗状況は、R/D で定められたとおり、①合同調整員会（JCC）、②地域

統一プロジェクト運営委員会（Regional Unified Project Management Committee：RUPMC）、
③州運営委員会（Executive Committee：EC）、④技術委員会（Technical Working Group：TWG）

－といった各レベルでの会合によってモニタリングが行われた。それぞれの会合のこれま

での開催頻度は以下のとおりで、ほぼ計画どおりに開催された。すべての会合の内容が議

事録として記録された。 

モニタリング会合 開催地/対象 
開催頻度 

（2012 年 2 月～2014 年 7 月） 
1）JCC 会合 保健省 6 回* 
2）RUPMC 会合 コーディレラ地域保健局 7 回* 
3）EC 会合 各 州 アブラ州：4 回 

アパヤオ州：5 回 
ベンゲット州：4 回 

4）TWG 会合 各 州 アブラ州：8 回 
アパヤオ州：8 回 
ベンゲット州：8 回 

* 本中間レビュー調査の結果協議のために、2014 年 7 月に開催された会合を含む。 

 
（2）プロジェクト目標の指標モニタリング 

プロジェクト目標については、上述した各種会合やプロジェクト進捗報告書を作成する
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際に、各指標の達成度のモニタリングが行われた。 
プロジェクトでは、プロジェクト目標の三つの母子保健指標について、保健省保健情報

システム（FHSIS）と異なる計算方法を採用し、プロジェクト目標の達成度をモニタリン

グしている。これは、FHSIS が採用している指標の定義が、国際的に認められているもの

と異なることに加え、FHSIS の定義で算出される数値が実態と乖離しているため、プロジ

ェクト目標の達成度を正確に評価することができないためである。以下に、三つの指標に

関して、FHSIS とプロジェクトの定義の違いを示す。 
 FHSIS の定義 プロジェクトの定義 

施設分娩率 
分子 出産場所に基づく施設分娩の数 居住地に基づく施設分娩の数

分母 出産場所に基づく出生数 居住地に基づく出生数 

産前ケア受

診率 

分子 産前ケアを受診した妊婦の数 産前ケアを受診した妊婦の数

分母 人口の 3.5％として推定した妊

婦数* 
施設の登録妊婦リストから割

り出した実際の妊婦数** 

産後ケア受

診率 

分子 産後ケアを受診した褥婦の数 産後ケアを受診した褥婦の数

分母 人口の 3.0％として推定した褥

婦数* 
施設の登録妊婦リストから割

り出した実際の褥婦数** 
* 保健省は現在、人口から妊婦と褥婦を推定するための係数を 2.7％に見直す方向で検討を進めている。 
** これまでのところ、施設の登録妊婦リストからの妊婦数と褥婦数の分析については、JICA 専門家によって行われ

ている。 

 
今回の調査でプロジェクト関係者に聞き取りをした結果、ほとんどの関係者が、プロジ

ェクトの定義による指標のモニタリングがより適切であるとの見解を示したが、同時に、

FHSIS の定義によるデータ分析は保健省によって定められており、変更することは難しい

と述べている。他方で、必ずしもすべての関係者が、二つの定義の違いを明確に理解して

いるわけではないという状況も判明した。 
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第５章 評価結果 
 
５－１ 妥当性 

（1）フィリピンのニーズや政策との整合性 
プロジェクトは、ミレニアム開発目標（MDG）のなかの重要な指標である妊産婦死亡率と

乳児死亡率の改善をめざしており、フィリピンの保健分野での最重要課題の解決というニー

ズに対応するものである。さらに、プロジェクトは、①医療機材供給や職員の能力強化によ

る保健医療サービスの質の向上、②健康保険制度の推進による保健医療サービスの需要の改

善－といったアプローチにより、特に貧困者のサービスへのアクセス改善をめざしており、

全国民への公平なサービス供給といった重要課題の解決に資するものである。 
プロジェクトの枠組みは、2010 年に策定されたフィリピン国家保健政策（Kalusugan 

Pangkalahatan：KP）で重点分野として挙げられている、①健康保険の促進によるサービスへ

のアクセス向上、②病院、保健所、助産所などの保健医療施設の整備、③MDG 達成のため

の母子保健サービスの強化－と合致する。プロジェクトのアプローチについては、分娩ケア

の質の向上を焦点としており、フィリピン保健省が 2009 年に定めた「妊産婦・新生児死亡

の早急な削減に向けた保健セクター改革実施に係る保健省行政令」（Maternal, Neonatal and 
Child Health and Nutrition：AO 0029, series 2008、通称：MNCHN 政策）と整合する。 

 
（2）日本による支援の妥当性 

本プロジェクトの内容は、日本の援助方針と整合している。2012 年に策定された日本政府

の「対フィリピン共和国 国別援助方針」のなかで、本プロジェクトの支援内容は「脆弱性

の克服と生活・生産基盤の安定」「貧困層の自立支援と生活環境改善」の重点分野（中目標）

に位置づけられる。一方、本プロジェクトは、2013 年に改訂されたポジションペーパー「JICA
の保健分野の協力－現在と未来－」及び、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを柱の一つと

して挙げる日本の国際保健外交戦略とも合致するものである。 
 
（3）プロジェクト対象サイト選定の妥当性 

コーディレラ地域は、保健省が「地理的に孤立した不利な地域」（Geographically Isolated and 
Disadvantaged Areas：GIDA）として定義しており、本プロジェクトが支援対象としたのは妥

当だったといえる。コーディレラ地域の中で、プロジェクト対象サイトとしてアブラ、アパ

ヤオ、ベンゲットの 3 州を選定したことについては、①アブラ州とアパヤオ州は最貧州とし

て認識されており、支援が必要とされていること、②ベンゲット州で実施されていた JICA
の技術協力プロジェクト「地域保健システム強化プロジェクト」での経験と教訓を活用する

ことが期待されていること－から、適切だったといえる。 
 

５－２ 有効性 

（1）プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標の七つの指標は、2011 年もしくは 2012 年の基準値と比べ、すべての指

標で向上がみられる。それぞれの指標の達成状況の分析結果から、プロジェクト目標は順調

に達成されつつあり、現段階での達成度は十分な水準といえる。これらのプロジェクト目標
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の指標の向上は、保健省、コーディレラ地域保健局、自治体の独自の取り組みと、プロジェ

クトによる支援によって達成されたものである。これまでのところ、プロジェクト目標の達

成を大きく阻害する要因は見受けられなかった。 
 
（2）プロジェクトの有効性に影響する要因 

プロジェクトの有効性に影響を及ぼした、もしくは今後影響する可能性がある正・負の要

因や事例について、以下に分析結果をまとめた。 
 

＜施設分娩率、産前ケア受診率、産後ケア受診率に関連＞ 
- 調査団が訪れた施設のなかで、ベンゲット州のマンカヤン保健所とアパヤオ州のフロー

ラ保健所では、フィリピン健康保険公社の MCP 還付金2の一部を、施設で出産した女性

に与えることにより、施設分娩へのインセンティブを創出していた。これらの保健所が

ある地域では、多くの妊婦が施設分娩を望み、結果的に施設分娩率と MCP 還付金によ

る保健所収入の両方が向上した。 
- 調査団が訪れたアパヤオ州フローラ町とアブラ州ランガンギラン町のいくつかの施設で、

自宅出産に対して罰金を科す条例が適用され、多くの女性が施設で出産をするようにな

った。実際のところ、調査で聞き取りを行った数人の妊産婦は、以前は自宅で出産して

いたが、条例の適用を避けるため、今回は施設で出産することに決めたことを明らかに

した。 
- CHT のボランティア職員に対して、コーディレラ地域保健局や自治体から金銭的なイン

センティブが与えられることにより、ボランティア職員のパフォーマンスが向上し、特

に、コミュニティ内の妊婦の把握状況が改善した事例が報告された。 
- コーディレラ地域のお産に関する独特の文化を取り入れた地域版 MNCHN マニュアルの

導入により、人々の施設分娩への抵抗が軽減されたという見解がプロジェクト関係者か

ら出された。 
- 施設分娩率は、2012 年の 78.6％から、2013 年には 85.7％に向上し、プロジェクト対象サ

イト目標値の 85％を既に達成した。しかしながら、施設別にみた場合、2013 年の助産

所での分娩の割合は、2.0％と低い水準である。現段階で、いずれの助産所も BEmONC
認証を受けておらず、MCP 認証を受けた助産所も非常に少ないため、助産所が分娩施設

として十分に利用されていない現状を反映している。他方でこのことは、BEmONC 認証

や MCP 認証を取得する助産所が増えることにより、助産所での分娩を増やし、自宅で

の出産をさらに減らすことができる可能性を示すものといえる。 
  

                                                        
2 MCP 認証を取得した施設には、施設出産 1 件につき、フィリピン健康保険公社から 8,000 ペソの還付金が与えられる。 
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年度 
施設分娩 

自宅分娩 その他 合計 
病院 保健所 助産所

クリニッ

ク 
計 

2012 72.3％ 3.3％ 0.7％ 2.2％ 78.6％ 21.1％ 0.3％ 100.0％
2013 75.8％ 6.3％ 2.0％ 1.5％ 85.7％ 14.0％ 0.2％ 100.0％

- 妊産婦のリファラルシステムについては、地域版 MNCHN マニュアルの導入、リファラ

ルガイドラインの作成、ILHZ 内での情報と資源の共有促進といったプロジェクトの取

り組みによって強化された。しかしながら、病院にリファラルされた妊婦や褥婦が退院

するときに、保健所や助産所に情報を戻すことが徹底されていないことが、多くの関係

者の間で問題として認識されている。こうした問題によって、リファラルされた妊婦の

産後のフォローアップができず、産後ケアの受診に影響を及ぼす可能性があることが、

関係者から報告された。ただし、この問題が、実際にどの程度産後ケア受診率を押し下

げたかについては不明である。他方、プロジェクトが支援して作成したアブラ州の ILHZ
リファラルガイドラインでは、褥婦の情報を母子手帳にホチキス留めするよう定めてお

り、退院後に必要な情報が、母子手帳を介して保健所や助産所に戻されるような工夫が

されている。 
 

＜BEmONC 認証、MCP 認証に関連＞ 
- JICA 専門家の支援により、プロジェクト対象サイトで BEmONC 認証に必要な研修と各

施設での研修後評価の実施が促進された。その後のコーディレラ地域保健局での

BEmONC 認証の発行手続きについては、プロジェクトが作成を支援した手順書によって、

効率的に進めることが可能となった。 
- プロジェクト対象施設に対して、フィリピン政府が実施する保健医療施設強化プログラ

ム（Health Facility Enhancement Program：HFEP）が施設改修と機材供与を進め、プロジ

ェクトが機材供与と研修実施を行った。これまでのところ、これらの二つの投入が補完

する形で進められたため、BEmONC 認証や MCP 認証のプロセスが促進された。ただし、

一部で、HFEP による調達の遅れにより、BEmONC 認証や MCP 認証に影響が出ている

ケースが報告されている。 
- 現在のところ、公式には BEmONC 認証の取得が MCP 認証取得のための条件となってい

るものの、実態としては、BEmONC 認証を受けていない施設にも MCP 認証が与えられ

ている状況である。一方、保健省は保健医療施設の新しい分娩施設免許（License to 
Operate：LTO）を導入し、2015 年には、この免許について MCP 認証を更新するための

必須条件とする方針を打ち出しているが、LTO の基準を満たすことが現実的に困難な施

設が多く存在する。このように、BEmONC、MCP、LTO といった異なる認定制度の導入

によって、現場に混乱を来しており、関係者の間では制度の是正を求める声が多く聞か

れた。 
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５－３ 効率性 

（1）アウトプット産出状況 
アウトプットについては、ほとんどの指標が向上しているか、もしくは十分な水準を達成

しており、現段階のアウトプット産出状況は適切な水準といえる。ただし、アウトプット 1
の、町予算に占める保健予算割合に関する指標に関しては、若干の減少がみられた。これは、

町予算全体額が増加したため、保健予算割合が相対的に減少したことが原因とみられ、プロ

ジェクト全体の進捗への影響はほとんどないと判断される。 
 
（2）投入・活動の適性度 

プロジェクト開始時から中間レビュー実施時までのプロジェクトの投入と活動の適性度

について、資料レビューや聞き取り調査、現場視察から得た情報を総合的に分析した結果を

以下に示す。 
- 活動について大きな遅れはなく、ほぼ当初の計画どおりに実施された。 
- JICA 専門家の技術レベルや派遣期間は、活動を効率的に実施するうえで適切だった。 
- カウンターパートの配置は、プロジェクトの活動を実施するうえで適切だった。ただ、

保健省が現在進めている組織の合理化政策（保健省職員の人員削減）が、今後、カウ

ンターパートの配置に影響を及ぼす懸念がある。 
- すべての機材はタイミングよく供与された。修理中の機材など、いくつかの例外を除い

て、ほぼすべての機材が現場で十分に活用されている。 
- カウンターパートはプロジェクトの活動や意思決定に十分に参加しており、JICA 専門

家とカウンターパートの間のコミュニケーションについてもおおむね適正だった。州

レベルでの活動については、各州にプロジェクトコーディネーターを配置して連絡調

整や活動準備の効率化を図ることにより、円滑に進められた。JICA 専門家とカウンタ

ーパートとの間で理解の食い違いが生じた場面もあったが、お互いに解決策を見いだ

しており、プロジェクトの進捗に影響を及ぼす状況には至っていない。 
- プロジェクトのモニタリングのための各種会合は、中央レベル、地域レベル、州レベル

でほぼ予定どおり開催されており、内容についても適切だった。 
- これまでに実施した 7 件の本邦研修については、いずれもカウンターパートにとってお

おむね有意義な内容であり、プロジェクトの活動を実施するうえで役に立つものだっ

た。 
 
（3）プロジェクトの効率性に影響する要因 

投入から活動、活動からアウトプットに至るプロセスに影響を及ぼした要因、もしくは今

後影響を及ぼす可能性がある要因を以下に示す。 
- 活動のなかには、自治体長のリーダーシップや興味の度合いによって、進捗が影響され

るものがあった。特に、ILHZ に関連する活動については、こうした傾向が顕著にみら

れ、自治体長の取り組み姿勢が、プロジェクトの効率性への貢献要因や阻害要因とな

った。 
- フィリピン政府の HFEP については、プロジェクト対象サイトの施設が BEmONC 認証

や MCP 認証を取得するうえでの貢献要因といえるが、一部で調達の遅れが生じ、認証
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の取得を遅らせる要因ともなっている。 
- 前述したとおり、LTO、BEmONC、MCP といった異なる認定制度の整合性が低いまま

導入されていることにより、BEmONC 認証や MCP 認証を取得した施設を増やすうえ

で、影響が及ぶ可能性がある。 
- フィリピン健康保険公社の貧困者プログラムの 1人当たりの加入料が、2013年から 2014

年にかけて、1,200 ペソから 2,400 ペソに倍増したため、自治体の限られた予算で負担

できる人数が減った。最近、妊婦については、保健医療サービスを受ける段階になっ

てから健康保険に加入できる制度が導入されたため、健康保険への加入をぎりぎりま

で遅らせる人々が増える傾向にある。これらの制度変更が、プロジェクトが健康保険

加入者を増やすために実施してきた取り組みの効果を低減させる要因となっている。 
- アウトプット指標の数値のうえでは、フィリピン健康保険公社の加入者数は十分な水準

に達しているが、今回の現地調査でプロジェクト関係者や妊産婦に聞き取りを行った

結果、プロジェクト対象サイトの多くの妊婦が健康保険に加入していなかったり、健

康保険プログラムについて知らなかったりする事実が明らかになった。こうした事実

は、政府が貧困層の妊婦を特定して健康保険に加入させるプロセスに、何らかの問題

が生じていることを示唆するものであり、プロジェクト活動の効率性を阻害する問題

が存在する可能性を示している。 
上述したなかに、プロジェクトの効率性への阻害要因も含まれるが、これまでのところ、

いずれも、プロジェクトの進捗を大きく阻害する要因とはなっていない。 
 

５－４ インパクト 

本プロジェクトの上位目標の指標のなかで、施設分娩率については、2010 年から順調に改善さ

れている。他方で、妊産婦死亡率と乳児死亡率については、ここ数年にかけて変化はみられるも

のの、今のところ、評価できるレベルの大きな変化とはいえない。特に、妊産婦死亡率について

は、コーディレラ地域の人口 3 万 5,000 人のなかで、妊産婦死亡が 1 件起こった場合、3 ポイン

ト押し上げられることから、数値の変化は今のところ誤差範囲の域内といえるだろう。プロジェ

クトのこれらの指標への貢献度について議論することも時期尚早といえる。 
しかしながら、①プロジェクトが採用しているアプローチは、すべて国際的に母子保健指標を

改善するものとして認められていること、②妊産婦死亡や乳児死亡を減らすうえで重要な施設分

娩率については改善傾向がみられること－から、プロジェクトが順調に進捗すれば、将来的に上

位目標を達成することができる可能性が高い。ただし、上位目標の達成に至るためには、プロジ

ェクト対象サイトでの取り組みが、後述するプロジェクト展開計画（Project Expansion Plan）のな

かで、コーディレラ保健局によってプロジェクト対象外の州や町で実施されることが必要条件と

なる。 
これまでのところ、上位目標の達成を阻害する可能性がある要因は確認されていない。その他、

プロジェクトの実施による特筆すべき波及効果は見受けられなかった。 
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５－５ 持続性 

（1）制度面の持続性 
プロジェクトの取り組みを制度化することは、プロジェクトの効果の持続性を高める有効

な方法である。ガイドラインやマニュアルといった公式文書や、条例、命令書、決議書とい

った法的文書のような形で、プロジェクトの活動に関連して構築された制度は以下のとおり。

ただし、これらには、プロジェクトの支援によって制度化されたものと、プロジェクト開始

前から存在していたものの両方が含まれる。 
- ILHZ 支援への町長による決議書と、州知事による命令書（対象 3 州の 6ILHZ で発行） 
- 施設分娩に関する条例（対象サイト内の 13 町すべてで制定） 
- CHT 支援を定めた条例（アブラ州の 5 町で制定） 
- コーディレラ地域版 MNCHN マニュアル 
- 州レベルのリファラルガイドライン（対象 3 州それぞれで作成） 
- 州レベルの妊産婦新生児死亡症例検討チームを構成する決議書（対象 3 州それぞれで発

行） 
- 保健省による BEmONC 認証制度 
- フィリピン健康保険公社による MCP 認証制度 
今後も、こうした制度を実態に合わせて改定し、継続的に推進する必要はあるが、現段階

で、プロジェクトの効果を確保するための制度面の持続性は整備されつつあるといえる。 
他方、プロジェクトの活動に関連する制度のなかで、ILHZ に関しては前述したとおり、

自治体長のリーダーシップや興味によって、効果的に機能するかどうかが大きく左右される

側面が強い。全国的には、機能している ILHZ がそれほど多くないことが保健省関係者から

も報告されている。関係者の間では、すべての自治体で ILHZ の機能強化を必須とすること

は現実的ではなく、ゾーン内での医療従事者や救急車の共有といった形で、リファラルやサ

ービスを強化する必要が認識されている地域が、域内連携を強化するための自発的な取り組

みとすべきといった見方もある。これらのことを考慮し、今後、ILHZ の機能強化をコーデ

ィレラ地域や他地域でどのように推進し、制度として持続させていくかについて検討する必

要がある。 
 
（2）組織面と財政面の持続性 

プロジェクトの活動が、プロジェクト終了後も継続的に実施・モニタリングされるために

は、コーディレラ地域保健局と自治体それぞれのレベルで、①組織構造、②人員配置、③予

算措置－が適切な水準で維持されることが重要である。 
組織構造に関しては、コーディレラ地域保健局で最近、母子保健課の再編成が行われたが、

この変更は、プロジェクトの持続性を促進するものと考えられる。その他については、今の

ところ、コーディレラ地域保健局と自治体で、プロジェクトの持続性を妨げるおそれがある

規模の組織改編の予定は報告されていない。 
人員配置については、自治体レベルでは、今後もプロジェクトの活動を持続するのに必要

な水準が保持されると予想される。ただ、プロジェクトの持続性を大きく阻害するレベルで

はないが、若干の懸念事項もある。アパヤオ州のカラナサン保健所は、地理的に働きにくい

場所であることから、赴任を希望する医師が見つからず、1 年半ほど前から医師が不在の状



 

－21－ 

態が続いている。同保健所は、病院が近くにあるために出産施設として指定されていないも

のの、医師の不在は懸念事項となっている。また、出産施設に指定されているアブラ州のビ

ラビシオサ保健所とピラー保健所については、近いうちに医師が契約期間を満了するが、後

任が見つかっていないといった問題に直面している。 
コーディレラ地域保健局の人員配置については、保健省が現在進めている組織の合理化政

策により、若干の影響を受けている。アパヤオ州の保健省出向職員 3 名のうち、1 名が既に

コーディレラ地域保健局内に配置換えとなり、もう 1 名が近日中に異動となる予定である。

コーディレラ地域保健局内では、プロジェクト展開計画の実施モニタリングを統括するポジ

ションにある計画課長が、数カ月以内に異動になることが決定している。このような人事異

動は、どこの組織でも起こり得ることであり、プロジェクトとしては、こうした人事異動に

よるプロジェクトの持続性への影響を最低限に抑える対策を講じることが重要といえる。 
プロジェクトの活動を継続するための予算については、現在のところ、コーディレラ地域

保健局では十分に確保されており、自治体レベルでも、予算不足によって活動が継続できな

いといった問題は報告されていない。現在のところ、プロジェクトに関連する活動への予算

措置に、今後大きく影響する要因として確認されているものはない。プロジェクトが供与し

た機材については、維持費がかからないものがほとんどだが、助産所に供与した発電機につ

いては燃料を継続的に購入しなくてはならず、資金繰りに関して若干の懸念が残る。ただ、

この点については、①あらかじめ町の経常予算に組み込む、②MCP の還付金から費用を賄う、

③ILHZ の共同信託基金から拠出してもらう－といった形で対応可能との意見が関係者から

出ている。 
他方、これまでのプロジェクトの活動に際して、各自治体が多くの費用を負担しており、

2013 年以降は、自治体が州レベルのプロジェクトコミッティと技術委員会の会議費用をすべ

て拠出している。こうした各自治体のプロジェクトへの高いオーナーシップは、プロジェク

トの持続性を確保するうえでの貢献要因といえる。 
 
（3）技術面の持続性 

プロジェクトのすべての取り組みは、既に国が推進している仕組みや技術を強化するもの

であり、カウンターパートにとって著しく習得が困難な技術などは含まれていない。プロジ

ェクトの実施プロセスにカウンターパートが十分に参加し、活動内容を適切に理解しており、

今後、プロジェクトの活動をカウンターパートが続けていくうえで、技術面での大きな障壁

は見受けられない。 
助産所の CHT のボランティア職員のなかには、さまざまな教育レベルや知識レベルの人

が存在することが想定されるが、フリップチャートのようなツールを導入することにより、

標準化された形でコミュニティにメッセージを伝達できるような工夫がされている。 
 
（4）他州・他地域への展開 

コーディレラ地域保健局により、プロジェクトの取り組みを地域内の対象サイト以外にも

展開するためにプロジェクト展開計画が策定された。この計画を実施するための費用は、コ

ーディレラ地域保健局の 2014 年度と 2015 年度の予算に組み込まれ、同保健局により活動が

実施されている。プロジェクト展開計画の進捗状況については、プロジェクトの技術委員会
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で定期的にモニタリングが行われている。 
プロジェクトの取り組みは、これまでにプロジェクトの支援によって作成された研修教材

やガイドライン、マニュアルといったツールを活用することにより、他州に効率的に展開で

きると判断できる。ただし、他州への展開に際して、カウンターパートの技術面や知識面に

ついては問題ないものの、コーディレラ地域保健局の現在の人員配置については、プロジェ

クト展開計画を計画どおりに進めるには十分な水準とはいえない。また、コーディレラ地域

保健局や州レベルでプロジェクト展開計画の実施とモニタリングを担うポジションの人員

の異動も多く、同計画を関係者に再度周知することが求められている。 
プロジェクトの取り組みをコーディレラ地域以外に展開するためには、①プロジェクトの

活動から得られた好事例の共有、②プロジェクトが作成した有用なツールの共有－が有効な

手段といえる。好事例の共有については、アウトプット 4 の活動として、既にプロジェクト

で取り組んでいる。プロジェクトが作成したツールについても、他地域に共有することは可

能と考えられるが、①いくつかの研修教材や啓発資料はコーディレラ地域に特化した作りに

なっていること、②保健省の関連プログラムの関係者はプロジェクトの実施に直接関与する

機会が限定的であるため、ツールへの理解度やオーナーシップが必ずしも高くないこと－は、

これを実現するための課題として挙げられる。 
 
（5）社会・文化面への配慮 

プロジェクトは、地域版 MNCHN マニュアルを作成する際に、コーディレラ地域独特のお

産の文化を取り入れ、社会・文化面の要因がプロジェクトの持続性に影響しないように配慮

した。 
 

５－６ 結 論 

5 項目評価による分析結果から、2014 年 6 月の中間レビュー実施段階でのプロジェクトの達成

度は高いと判断される。 
現段階での妥当性、有効性、効率性については、いずれも高い。プロジェクトの枠組みや対象

サイトの選定は、フィリピンのニーズや政策、日本の援助方針と照らし合わせて妥当といえる。

現在のプロジェクト目標の達成状況は非常に高く、これまでの投入と活動は適切であり、アウト

プットが効率的に産出された。 
プロジェクトのインパクトについては、高い水準が予測される。プロジェクト後半期間も現在

の水準で活動が継続され、対象サイト外への活動の展開が適切に進められれば、上位目標は将来

的に達成が期待される。 
プロジェクトの持続性については、高い水準が期待される。現在までに制度面、組織面、財政

面、技術面で、プロジェクトの活動を持続させるために必要な土台がコーディレラ地域保健局と

自治体レベルで形成されている。プロジェクトの取り組みのコーディレラ地域内他州への展開は

既に開始されており、地域外への展開については、プロジェクト後半期間に実現に向けた取り組

みが期待される。 
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第６章 提言と教訓 
 
６－１ 提 言 

中間レビュー評価結果を受け、調査団は以下を提言した。 
    
（1）プロジェクトマネジメントと実施体制 

1）プロジェクト関係者は、プロジェクト後半期間もこれまでの取り組み姿勢を維持し、プロ

ジェクト終了時までにプロジェクト目標を達成し、かつ持続性を確保するために最善を尽く

すことが期待される。こうした目標を達成するために、JICA 専門家とコーディレラ地域保

健局のカウンターパートは、さらに円滑なコミュニケーションを図ることが求められる。 
2）コーディレラ地域保健局は、保健省の合理化政策による人員削減及び人事異動がプロジ

ェクト実施に及ぼす影響を最低限に抑える対策を講じることが期待される。 
    
（2）活動実施とコーディレラ地域内での展開 

1）コーディレラ地域保健局は、今後、プロジェクト展開計画に基づいて、プロジェクト対

象州外での活動の展開を促進し、適切に実施をモニタリングすることが求められる。特に、

BEmONC 認証については、プロジェクト対象サイト以外の施設での取得が適切に進められ

る必要がある。プロジェクト展開計画については、これから実施対象となる自治体や同地

域で支援するドナーの関係者に内容をあらかじめ共有し、実施のための連携・協力体制を

構築しておくことが望ましい。他方、JICA 専門家は、コーディレラ地域保健局のプロジェ

クト展開計画実施に際して、継続的に技術的な支援を行うことが求められる。ただし、プ

ロジェクト展開計画を実施するうえでの JICA 専門家の具体的な役割については、専門家

とカウンターパートの間で公式に話し合い、明確にする必要がある。 
2）プロジェクトは、健康保険加入に関連して、①フィリピン政府と自治体が貧困層、特に

妊婦を特定するプロセス3、②健康保険加入が必要な人々へのプログラムに関する情報提供

のプロセス、③自治体レベルでの健康保険加入手続きの実態－をとりまく問題についての

調査実施を支援することが求められる。調査の結果については、フィリピン健康保険公社

への政策提案として取りまとめられることが望ましい。 
3）プロジェクトは、ILHZ の持続性を確保するため、これまでの経験から得られた ILHZ 設

置の利点や関連する好事例を取りまとめ、自治体長が ILHZ 支援に対して前向きに取り組

むように働きかけることが求められる。ただし、ILHZ が自治体間の連携を促進するため

に必要不可欠でない地域もあるため、ILHZ 設置については全自治体に必須とせず、必要

性が認められる地域を中心に設置を推進する姿勢が望ましい。 
4）コーディレラ地域保健局は、既に BEmONC 認証の申請書を提出した施設の認証手続き

を可能な限り促進し、保健省の HFEP による調達の遅れについても対処することが求めら

れる。他方、保健省に対しては、LTO、BEmONC、MCP といった異なる認定制度を整理し、

現場の混乱を減らす方策を検討するように働きかけることが期待される。 
 
                                                        
3 フィリピン政府が実施する貧困層世帯を特定する取り組みは、貧困削減世帯調査（National Household Targeting System for 

Poverty Reduction）である。 
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（3）データ収集と指標のモニタリング 
1）プロジェクトは、プロジェクト目標の三つの母子保健指標について、プロジェクトが採

用する国際的に認められている定義に基づいて、データ収集方法と計算方法の研修をカウン

ターパートに対して実施することが推奨される。そして、これらのデータ収集方法と計算方

法が、コーディレラ地域でのパフォーマンスモニタリングの際に採用されるのが理想である。

さらに、プロジェクトは、保健省やドナー関係者に対して、プロジェクトが採用する指標の

定義の有用性を伝え、制度化の可能性を検討するように働きかけることが期待される。 
2）2013 年のプロジェクト対象地域の助産所（BHS）での分娩割合は、出産全体の 2.0％と

低い水準であり、今後、BHS の BEmONC 認証が進むことにより、自宅出産を減らして BHS
での分娩をさらに増やすことが可能と予想される。プロジェクトは、今後、BHS での分娩

に関する指標を継続的にモニタリングし、必要に応じて自治体に対して助言を与える役割

を果たすことが求められる。 
 
（4）プロジェクトの取り組みの全国展開 

プロジェクトの取り組みを全国に広めるために、コーディレラ地域保健局は、プロジェク

トが実施を予定している成果共有セミナー以外にも、保健省のそれぞれの関連プログラムと

協議し、プロジェクトの好事例やツールを積極的に共有することが期待される。特に、以下

の成果品については、他地域でも採用できる可能性がある。 
- BEmONC 認証手続きの手順書 
- BEmONC 認証更新のために毎年実施されるモニタリングのためのツール 
- ILHZ の好事例と地域保健システムに関する研修ツール（パワーポイントスライド、教

材、講師用ガイドなど） 
- 町レベルで施設分娩と CHT 支援を推進する条例のテンプレート 
こうしたプロジェクトの取り組みを全国に広める際には、保健省に配属されている JICA

個別専門家と JICA フィリピン事務所と連携を図りながら進めることが望ましい。対象地域

での取り組みを全国に展開するプロセスについては、JICA の他国の技プロの好事例があれば、

参考にすることが推奨される。 
 
６－２ 教 訓 

プロジェクトは順調に成果を達成しており、将来的には対象地域の妊産婦死亡率や乳幼児死亡

率といった指標の改善に貢献することが期待される。しかしながら、プロジェクトが対象とする

コーディレラ地域の人口は、フィリピン全土の約 60 分の 1 にすぎず、現在のプロジェクトの枠

組みでは、全国レベルでの指標の改善への貢献は限られている。プロジェクト後半期間に、全国

にプロジェクトの取り組みを広める活動が実施される予定だが、技プロの対象地域での活動を全

国に広げる有効的な方法については、JICA の他の技プロの経験などを参考に、有効な方法を検討

する必要がある。 
今後、類似の技プロが参考にできるように、特定の地域を対象とした取り組みを全国レベルに

広げるためのノウハウが、JICA 内で蓄積されることが望まれる。他方で、プロジェクトの計画段

階から、中央の関係者と連携して実施する活動を取り入れるなど、初めから全国への展開をめざ

したプロジェクトデザインや実施体制とするのも一つの方法といえる。 
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第７章 所 感 
 
７－１ 団長所感 

本プロジェクトは、2012 年 2 月の開始以来、今回の中間レビューまでの約 2 年 5 カ月の協力期

間のなかで、当初想定した以上の成果を上げていることが確認された。 
具体的には、プロジェクト対象サイトの成果指標のうち、施設分娩率・産前産後ケア受診率に

ついては既に一部達成されていることが確認され、それ以外の指標・サイトについても、協力期

間内に達成する見込みが高いと考えられている。専門家チームとカウンターパート、そしてプロ

ジェクト関係者のこれまでの努力に敬意を表したい。 
ここでは、プロジェクトが順調に成果を達成しつつある要因について考察し、今後の方向性を

展望してみたい。 
 
（1）プロジェクトが順調に成果を達成しつつある要因 

フィリピンは近年順調な経済成長を達成している。フィリピンの 2014 年第 1 四半期の実

質 GDP 成長率は 5.7％で、中国の 7.4％、マレーシアの 6.2％に次ぐアジアで 3 番目に高い成

長率となっており、2013 年の GDP 成長率も 7.2％を達成している。近年の経済の持続的高成

長がフィリピン政府の良好な財政事情、社会セクター（含む保健セクター）に対する公的支

出の拡大を下支えしていることが示唆される。 
こうしたなか、現政権のアキノ大統領は 2013 年 7 月の大統領教書演説において、順調な

経済成長の果実を貧困層に行き届かせるため、Inclusive Growth の重要性を訴えている。なか

でも保健セクターに関しては、国民健康保険（PhilHealth）の加入率の向上に強くコミットし

ている。PhilHealth 加入率はアキノ大統領就任時の 62％から 81％まで増加しているが、さら

にインフォーマルセクターや先住民の加入率を向上させ、最終的には全国民の加入をめざす

としている。また、同時に保健サービスの質の向上を目的として、過去 3 年間に 330 億ペソ

（1 円＝0.43 ペソのレート換算で約 767 億円）の予算がフィリピン全国の 4,518 カ所の病院、

地域・町保健所の施設整備のために確保されている。 
以上プロジェクトをとりまく外生的な要因・環境として、フィリピンの順調な経済成長と

現政権の保健セクターサービス改善に対する強力なコミットメントの存在に注目したい。 
そのうえで、プロジェクトのコンポーネントを振り返ってみると、本プロジェクトは、①

分娩施設の整備、②リファラル等情報共有システムの改善、③分娩にかかわる人材育成、④

地方自治体のガバナンスと財政の強化、⑤PhilHealth 制度の活用を通じて、施設分娩率の向

上等による対象地域の母子保健サービスの向上をめざすものとなっているが、通常、先方政

府の施策であることからプロジェクトの外部条件あるいは前提条件とも位置づけられる「⑤

PhilHealth 制度の活用」がプロジェクト活動に計画段階から内包化されていた。 
①から④のコンポーネントは個人と組織のキャパシティの向上に包括的に取り組むアプ

ローチで、⑤の PhilHealth 制度の活用はプロジェクトをとりまく政治・社会の変容を志向す

るアプローチ、と分類・整理が可能だが、従来のプロジェクトの多くは①分娩施設の整備、

②リファラル等情報共有システムの改善、③分娩にかかわる人材育成、までをプロジェクト

の活動とし、⑤の PhilHealth 制度の活用のアプローチに関しては、先方政府の施策であるこ

とからプロジェクトの外部条件あるいは前提条件と位置づけられることが多かったと推測
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される。しかしながら本プロジェクトにおいては、現政権の「PhilHealth の加入率の向上」

という強力なコミットメントをタイミングよくプロジェクトの内部に取り込み、カウンター

パートの積極的な活動と妊産婦が施設分娩にアクセスするうえでのインセンティブの仕組

みとして確立することに成功した。この取り組みは、従来のプロジェクトの構成からすれば、

いわばチャレンジングなアプローチであり、かつこのプロジェクト活動を特徴づける一つの

重要な要素である、と考えられる。 
次にプロジェクト内部の特徴的な取り組みに注目してみたい。 
①分娩施設の整備、②リファラル等情報共有システムの改善、③分娩にかかわる人材育成、

④地方自治体のガバナンスと財政の強化、⑤PhilHealth 制度の活用という一連のアプローチ

の有効性に正当性を与え、カウンターパートに自信とプロジェクトに対する信頼を与えた取

り組みとして、活動の成果を具体的な指標で示していることに着目したい。本プロジェクト

では、プロジェクト活動の前後を具体的な指標で示すことにより、プロジェクト関係者間で

の問題の共有、活動計画の策定と実施、その評価といった一連のプロセスに客観的な根拠を

与え、プロジェクトマネジメントを向上することに成功している。プロジェクトの開始当初

から指標の整備に取り組み、今回の中間レビュー段階でプロジェクトの成果を具体的に数値

で説明できたことはプロジェクト活動に大きなインパクトを与えた。 
具体的な指標を示していくことは、プロジェクト内部のマネジメント上必要不可欠な取り

組みであるのはもちろんのこと、プロジェクト外部の関係者に対して、本プロジェクトの有

効性を説明するうえでも非常に重要な取り組みである。今回プロジェクトで採用した指標の

定義、収集方法は、国際的基準に沿ったものであるが保健省が採用しているものとは異なる

ため、プロジェクトで確立したデータ定義・収集手法を保健本省とも共有し、データの持続

性を確保することが望まれる。指標の整備、データの収集は労力のかかる取り組みではある

が、プロジェクト後半においても、花田技術参与からの提言に留意のうえ、引き続き指標の

整備に努められることを期待したい。 
このように、本プロジェクトは、プロジェクト計画策定時の段階から上位計画と整合した

形で計画されたものであったが、フィリピンの順調な経済成長と現政権の保健セクターサー

ビス改善に対する強力なコミットメントの存在が絶妙なタイミングでプロジェクト活動に

プラスに作用したといえる。加えて協力活動においては専門家チームが先方の求めるニーズ

に的確かつ柔軟に対応し、そして活動の成果を指標という明確な形で示し得たことが、プロ

ジェクトが現時点で順調な成果を達成した要因となっているものと考えられる。 
言い換えれば、プロジェクト目標達成のうえでプラスとなる外生的な要因を、タイミング

よくプロジェクトに取り込み、活動成果を上げるための内生的要因へと変容させ、さらにプ

ロジェクト内部では具体的なエビデンスに基づく活動を実践できたことが、プロジェクトの

順調な活動の基盤となったと考えられる。このことは、他国の母子保健プロジェクトにグッ

ドプラクティスとして単純に演繹できるものではないが、新興国である程度の経済成長と健

康保険制度の整備が進みつつある国における同様のプロジェクト形成、実施に際して、多く

の示唆を与える事例になり得るものと思われる。 
 
（2）プロジェクトの今後の方向性 

以上の考察を踏まえ、プロジェクトの今後の方向性を展望すると、先方の人員合理化計画
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等、プロジェクトの活動に影響を与える要因は無視できないものの、協力期間内に、プロジ

ェクト目標が達成される可能性は高いと考えられる。こうしたなかで、プロジェクト関係者

に対しては、プロジェクト活動の後半においてプロジェクトの所期の目的を達成するために

関係者が継続的に努力をしていくことが望まれることは論を待たないが、さらに、これまで

のプロジェクトの成果の面的拡大、普及にも注力していただくことを期待したい。 
なお、プロジェクト対象サイト以外への展開活動は、コーディレラ地域保健局（DOH-CARO）

により実施され、先方の活動に対する専門家チームからの支援内容は今後関係者間で協議さ

れることとなっているが、先方のイニシアティブ、自助努力を確保する形でとなるよう両者

の役割が整理され、先方の活動を支援していくような格別の配慮と留意が必要である。 
また、次に述べることは、プロジェクトだけに課せられる課題ではなく、JICA フィリピン

事務所とプロジェクトが協同して取り組むべきことであるが、プロジェクト成果のフィリピ

ン全土への展開について、今後の活動のなかで検討していきたい。 
近年のフィリピンに対する JICA の母子保健分野の技術協力としては、2006 年から 2010

年にかけてイフガオ州、ビリラン州を対象として実施された「母子保健プロジェクト」、2010
年から 2016 年まで東ビサヤ地域で実施中の「東ビサヤ地域母子保健サービス強化プロジェ

クト」があるが、いずれの事業も、国家戦略に整合した形で、地方自治体の積極的な関与を

得て、地域のニーズに応じた効率的な保健サービスの提供体制の整備に貢献している。 
本プロジェクトを含めて、JICA の母子保健分野の技術協力プロジェクトには、さまざまな

グッドプラクティスが蓄積されており、こうしたプロジェクトの成果を先方保健省のイニシ

アティブの下、関係者間で共有することが、フィリピン母子保健セクター全体の改善に向け

ての貢献につながっていくと考えられる。 
特に本プロジェクトでは、PhilHealth 制度と施設分娩率の向上を、いかに効果・効率的に

リンクさせるか、という点において、多くのグッドプラクティスが蓄積されつつある。

PhilHealth を遠隔地の受益者一人ひとりに実際にリーチアウトさせる、といった時宜を得た

テーマ設定の下、プロジェクト成果を面的に展開することが、今後ますます必要とされてく

るものと思われる。プロジェクト協力期間の後半に向けて、さらなるプロジェクトの躍進を

期待したい。 
 
７－２ 技術参与所感 

2011年 7月に実施した本プロジェクトの詳細計画策定調査では、三つの懸念事項が検討された。

本中間レビュー調査では、まず、それら懸念事項の現状を把握し、プロジェクト専門家を交え、

対処につき検討した。 
一つは、コーディレラ地域は多くの僻地を含む広大な地域なので、プロジェクトサイトを設定

するが、プロジェクトサイト以外への展開は主として DOH-CARO が独自に行うことである。本

中間レビュー時点で、DOH-CARO と各州 Provincial Health Office（PHO）により、プロジェクト

サイト以外へも、作成されたテキストやマニュアル類が配布され、研修コースにはサイト外から

も参加者があり、ある程度は既になされていることが認められた。しかしながら、DOH-CARO
が策定中のプロジェクト展開計画とその実施には、プロジェクトの日本側が協力しないと効率

的・効果的な実施が危ぶまれる事態となっている。DOH-CARO の合理化計画で定員減も予定さ

れている。プロジェクトサイトへの活動実施が順調に進展していることもあり、プロジェクトか
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らの協力を増大させることが適当である。また、現場を掌握しているのは各州 PHO であり、プ

ロジェクトから直接各州 PHO に協力を実施する必要もあると思料される。 
二つは、ILHZ が自治体間で自発的に設立するものであり、自治体の社会経済発展や首長の政

治状況に強く影響を受けることである。中間レビューにおいて、成果 1「プロジェクト対象サイ

トの保健のガバナンスと財政が、ILHZ の機能を通じて強化される」について、既に目標として

いるところは達成されており、自治体首長のアドボカシーに使える ILHZ の効果の分析をするこ

とが検討された。また、保健の自治体連携の形としては、自治体間の覚え書きで済む程度のもの、

保健サービス網の促進によるもの等、多様な形態があることが確認された。したがって、今後は

IHLZ にこだわることなく、「保健のガバナンスと財政が強化される」ことに資する活動をされる

ことが望まれる。 
三つは、保健情報の質向上の活動にどの程度関与するかである。フィリピンでは保健セクター

改革について、2010 年に「保健情報」「保健人材」を従来のフォーミュラ・ワン政策に追加した

ユニバーサル・ヘルス・ケア（UHC）を打ち出した。地域保健情報については保健省は FHSIS を

構築し、それに従って各州 PHO が実施している。FHSIS のうち、施設分娩割合については、常

住地で集計するべきところを発生地で集計すること、産前産後健診率については、分母の出生数

を実績値ではなく人口に一律の率（過去の国勢調査に基づく過大な値）を掛けた推計値にしてい

ることから、RHU 単位での分析ができない、地域によっては、達成度が大幅に低く算出されると

いう大きな問題点がある。プロジェクトでは対象者リスト（TCL）といういわば個票データを基

に常住地で集計し、分母たるべき実績値も集計しており、国際的な統計の標準仕様に従っている。

これにより、特に施設分娩数の把握において、町、バランガイごとの正しい数値が得られ、適切

な RHU 及び BHS のモニタリング評価が可能となった。この FHSIS の必須な改善事項について、

今後は手法のプロトコール等を文書化し、プロジェクトサイト外に普及するとともに、保健省が

FHSIS 省令の改訂を働きかけることが望まれる。 
最後に、詳細計画実施時には判明していなかったが、保健省及び PhilHealth の出産施設認定の

問題点について述べる。SBA（熟練助産師）に対する BEmONC 研修の事後の技術認定と、その

技術認定が大きな要素である保健省及び PhilHealth の出産施設認定について、本プロジェクトで

は技術認定促進活動をし、プロジェクトサイトで大きな成果を得ている。活動実施で判明したの

は、技術認定料を含め研修申し込み時に一括で払い込むので、認定施設でもある研修施設は事後

の現地調査をしたがらない。山間僻地の多いコーディレラ地域では、現地調査は過大な負担にな

っている。自治体からの PhilHealth の出産施設認定の要望は強くあり BEmONC 研修は広く実施

されているが、すべての BEmONC 研修に対して、事後の現地調査がなされていない状況であり、

保健省が対策を策定すべき事項である。また、2015 年 1 月からの新技術認定基準も保健省におい

て策定が危ぶまれている。保健省に対する、保健省及び PhilHealth 認定促進アドボカシーについ

て、本プロジェクトの成果は大きなツールと考えるものである。 
FHSIS 改善及び BEmONC 技術認定については、本プロジェクトで成果を上げ、保健省で政策

改正すべき事項である。保健省政策改正のために、プロジェクトでできることは限られている。

「東ビサヤ地域母子保健サービス強化プロジェクト」は 2 年間延長されたので、このプロジェク

ト地域でも同様に実施可能であることを示すことも重要であると考える。本省の政策改正への働

きかけは、DOH-CARO がすべきことであるが、JICA フィリピン事務所及び保健省 JICA 専門家

の尽力が期待されるところである。 
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なお、アブラ州病院について、詳細計画策定調査時は新病棟の建設が完了したのみで、機材整

備や定員増が懸念される状態であったが、今回の視察では旧病院より自助努力により大幅に機能

強化されて稼働しており、産科病棟は BEmONC として機能していた。また、バギオ総合病院産

科棟について、詳細計画策定調査時の視察では、廊下にもベッドを並べ能力以上の出産を行い、

院内感染等が懸念される状態であったが、今回視察はできなかったものの、リノベーションによ

り第 3 次リファラル病院として正常に機能しているとのことであった。プロジェクトでは病院施

設に直接の協力をするものではないが、これら 2 病院が安心してリファーできる病院になったこ

とは、上位目標達成に大きく貢献することであるので、ここに付記しておく。 
本プロジェクトは、2012 年 2 月の開始以来、今回の中間レビューまでの約 2 年 5 カ月の協力期

間のなかで、当初想定した以上の成果を上げていることが確認された。 
 



付 属 資 料 

 

１．ミニッツ（M/M）・合同評価報告書 
 

２．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM） 
 
３．評価グリッド 
 
４．面談者一覧 
 
５．投入リスト 
 
６．活動計画/実績 
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